
第
三
十
一
号
議
案

仙
台
市
動
物
愛
護
管
理
員
の
設
置
に
関
す
る
条
例

仙
台
市
動
物
愛
護
管
理
員
の
設
置
に
関
す
る
条
例

（
設
置
）

第
一
条　

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
三
十

七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
動
物
愛
護
管
理
担
当
職
員
と
し
て
、
本
市
に
動
物
愛
護
管
理
員
を
置
く
。

（
事
務
）

第
二
条　

動
物
愛
護
管
理
員
は
、
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
そ
の
他
の
市
長
が
定
め
る
動
物
の
愛

護
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
委
任
）

第
三
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
本
市
に
動
物
愛
護
管
理
員
を
置
く
た
め
、
新
た
に
条
例
を
制

定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
二
号
議
案

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
四
十
一
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章　

総
則
（
第
一
条
―
第
七
条
）

第
二
章　

市
場
関
係
事
業
者

第
一
節　

卸
売
業
者
（
第
八
条
―
第
二
十
一
条
）

第
二
節　

仲
卸
業
者
（
第
二
十
二
条
―
第
三
十
条
）

第
三
節　

売
買
参
加
者
（
第
三
十
一
条
―
第
三
十
三
条
）

第
四
節　

関
連
事
業
者
（
第
三
十
四
条
―
第
三
十
九
条
）

第
三
章　

売
買
取
引
及
び
決
済
の
方
法
（
第
四
十
条
―
第
六
十
二
条
）

第
四
章　

卸
売
の
業
務
に
係
る
物
品
の
品
質
管
理
（
第
六
十
三
条
）

第
五
章　

市
場
施
設
の
使
用
（
第
六
十
四
条
―
第
七
十
一
条
）

第
六
章　

監
督
（
第
七
十
二
条
―
第
七
十
五
条
）

第
七
章　

市
場
運
営
協
議
会
及
び
市
場
取
引
委
員
会
（
第
七
十
六
条
・
第
七
十
七
条
）

第
八
章　

雑
則
（
第
七
十
八
条
―
第
八
十
三
条
）

第
九
章　

罰
則
（
第
八
十
四
条
）

附
則

第
一
章　

総
則

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
本
市
が
設
置
す
る
中
央
卸
売
市
場
（
以
下
「
市
場
」
と
い
う
。）
に
係
る
卸
売
市
場
法
（
昭
和

四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
四
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
定
め
、
そ
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
物
品
の
取
引
の
適
正
化
と
そ
の
生
産
及
び
流

通
の
円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
消
費
生
活
の
安
定
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

卸
売
業
者　

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
業
務
許
可
を
受
け
、
市
場
に
出
荷
さ
れ
る
生
鮮
食
料
品
等
に
つ
い

て
、
そ
の
出
荷
者
か
ら
卸
売
の
た
め
の
販
売
の
委
託
を
受
け
、
又
は
買
い
受
け
て
、
市
場
に
お
い
て
卸
売
を
す
る
業

務
を
行
う
者
を
い
う
。

二　

仲
卸
業
者　

第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
仲
卸
業
務
許
可
を
受
け
、
市
場
に
お
い
て
卸
売
を
受
け
た
生
鮮
食

料
品
等
を
市
場
内
の
店
舗
に
お
い
て
販
売
す
る
者
を
い
う
。

三　

売
買
参
加
者　

第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
買
参
加
者
承
認
を
受
け
、
市
場
に
お
い
て
卸
売
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
（
仲
卸
業
者
を
除
く
。）
を
い
う
。
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四　

買
出
人　

市
場
に
お
い
て
仲
卸
業
者
か
ら
販
売
を
受
け
る
者
を
い
う
。

五　

関
連
事
業
者　

第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
連
事
業
許
可
を
受
け
、
出
荷
者
、
売
買
参
加
者
、
買
出
人
そ

の
他
の
市
場
の
利
用
者
に
便
益
を
提
供
し
、
又
は
市
場
の
機
能
の
充
実
を
図
る
た
め
、
市
場
内
の
店
舗
そ
の
他
の
施

設
に
お
い
て
当
該
関
連
事
業
許
可
に
係
る
業
務
を
行
う
者
を
い
う
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ

る
。

（
名
称
、
位
置
及
び
面
積
）

第
三
条　

市
場
の
名
称
、
位
置
及
び
面
積
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
取
扱
品
目
）

第
四
条　

市
場
の
取
扱
品
目
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
場
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
部
の
区
分
に
応
じ
、
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
物
品
と
す
る
。

（
休
場
日
等
）

第
五
条　

市
場
は
、
次
に
掲
げ
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
場
日
」
と
い
う
。）
を
除
き
、
開
場
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

日
曜
日
（
一
月
五
日
及
び
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
日
曜
日
を
除
く
。）

二　

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

三　

一
月
二
日
か
ら
同
月
四
日
ま
で
及
び
十
二
月
三
十
一
日

２　

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
荷
者
及
び
消
費
者
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
休
場
日
に
開
場
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
利
益
を
阻
害
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
休
場
日
以
外
の
日
に
休
場

名
称

位
置

面
積

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
本
場

仙
台
市
若
林
区
卸
町
四
丁
目
三

番
地
の
一

一
八
〇
、
六
五
七
平
方
メ
ー
ト

ル

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
食
肉
市
場

仙
台
市
宮
城
野
区
扇
町
六
丁
目

三
番
六
号

五
四
、
九
三
九
平
方
メ
ー
ト
ル

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
花
き
市
場

仙
台
市
宮
城
野
区
苦
竹
四
丁
目

一
番
二
十
号

二
六
、
二
六
八
平
方
メ
ー
ト
ル

市
場

部

物
品

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
本
場
（
以

下
「
本
場
」
と
い
う
。）

水
産
物
部

生
鮮
水
産
物
及
び
農
林
水
産
物
加
工
品
並
び
に
包
装

資
材
等
関
連
用
品

青
果
部

野
菜
、
果
実
、
鳥
卵
及
び
農
林
水
産
物
加
工
品
並
び

に
包
装
資
材
等
関
連
用
品

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
食
肉
市
場

（
以
下
「
食
肉
市
場
」
と
い
う
。）

食
肉
部

肉
類
、
鳥
卵
及
び
農
林
水
産
物
加
工
品

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
花
き
市
場

（
以
下
「
花
き
市
場
」
と
い
う
。）

花
き
部

花
き
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す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
休
場
日
に
開
場
し
、
又
は
休
場
日
以
外
の
日
に
休
場
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
取
扱

品
目
に
係
る
生
産
出
荷
の
事
情
、
小
売
商
の
貯
蔵
販
売
能
力
、
消
費
者
の
食
習
慣
及
び
購
買
習
慣
、
市
場
の
業
務
に
従

事
す
る
者
の
労
務
事
情
等
を
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
開
場
の
時
間
等
）

第
六
条　

市
場
の
開
場
の
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、

市
長
は
、
市
場
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

本
場
及
び
花
き
市
場　

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

二　

食
肉
市
場　

午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

２　

卸
売
の
開
始
時
刻
及
び
終
了
時
刻
は
、
前
項
の
開
場
の
時
間
の
範
囲
内
で
市
長
が
定
め
る
。

（
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
）

第
七
条　

市
長
は
、
市
場
の
業
務
の
運
営
に
関
し
、
取
引
参
加
者
に
対
し
て
不
当
に
差
別
的
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な

い
。

第
二
章　

市
場
関
係
事
業
者

　

第
一
節　

卸
売
業
者

（
責
務
）

第
八
条　

卸
売
業
者
は
、
市
場
に
お
い
て
、
卸
売
の
業
務
を
適
正
か
つ
健
全
に
運
営
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

卸
売
業
者
は
、
安
全
で
安
心
な
生
鮮
食
料
品
等
を
効
率
的
か
つ
安
定
的
に
集
荷
し
、
及
び
供
給
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

卸
売
業
者
は
、
市
場
の
秩
序
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
公
正
か
つ
効
率
的
な
売
買
取
引
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
数
の
最
高
限
度
）

第
九
条　

卸
売
業
者
の
数
の
最
高
限
度
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
場
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
部
の
区
分
に
応

じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

（
卸
売
業
務
許
可
）

第
十
条　

市
場
に
お
い
て
卸
売
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
市
長
の
許
可
（
以
下
「
卸
売
業
務
許
可
」
と
い
う
。）

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
場

部

数

本
場

水
産
物
部

二

青
果
部

二

食
肉
市
場

食
肉
部

一

花
き
市
場

花
き
部

二
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２　

卸
売
業
務
許
可
は
、
市
場
及
び
部
の
区
分
ご
と
に
行
う
。

３　

卸
売
業
務
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
卸
売
業
務
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一　

法
人
で
な
い
者

二　

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日

か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三　

第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
卸
売
業
務
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消

し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四　

仲
卸
業
者

五　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
又
は
同
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
（
以

下
「
暴
力
団
員
等
」
と
い
う
。）
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

六　

暴
力
団
員
等
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
、
又
は
そ
の
業
務
の
補
助
者
と
し
て
使
用
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者

七　

そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
者

イ　

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

ロ　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ハ　

第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
卸
売
業
務
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
る
原
因
と
な
っ
た
事
項
が
発
生
し
た
当
時
現
に
当
該
処
分
を
受
け
た
者
の

役
員
で
あ
っ
た
者
（
当
該
事
項
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
相
当
の
努
力
を
し
た
者
で
そ
の
旨
を
疎
明
し
た
も
の
を

除
く
。）
で
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の

ニ　

仲
卸
業
者
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人

ホ　

暴
力
団
員
等

５　

市
長
は
、
卸
売
業
務
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
卸
売

業
務
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一　

申
請
者
に
対
し
て
卸
売
業
務
許
可
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
卸
売
業
者
の
数
が
前
条
の
最
高
限
度
を
超
え
る
こ
と
と

な
る
と
き

二　

申
請
者
が
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
の
に
必
要
な
知
識
及
び
経
験
又
は
資
力
信
用
を
有
し

な
い
と
認
め
る
と
き

６　

市
長
は
、
卸
売
業
務
許
可
の
申
請
を
し
た
者
が
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
同

項
の
規
定
に
よ
り
卸
売
業
務
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る

と
き
は
、
卸
売
業
務
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

７　

市
長
は
、
卸
売
業
務
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
卸
売
業
務
許
可
に
条
件

を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
）
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第
十
一
条　

卸
売
業
者
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
財
産
の
状
況
を
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
証
金
）

第
十
二
条　

卸
売
業
者
は
、
卸
売
業
務
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
卸
売
業
務
許
可
に
係
る
市

場
及
び
部
の
区
分
ご
と
に
保
証
金
を
市
長
に
預
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
保
証
金
の
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
場
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
部
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
範
囲
内
で
市
長
が
定
め
る
。

３　

卸
売
業
者
は
、
第
一
項
の
保
証
金
を
預
託
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
卸
売
の
業
務
を
開
始
し
て
は
な
ら
な
い
。

４　

卸
売
業
者
は
、
そ
の
預
託
し
て
い
る
保
証
金
の
額
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
長
が
定
め
る
額
に
不
足
す
る
こ
と
と

な
る
と
き
は
、
市
長
が
指
定
す
る
期
間
内
に
、
そ
の
不
足
額
に
相
当
す
る
金
額
を
追
加
し
て
市
長
に
預
託
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５　

卸
売
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
預
託
を
し
な
い
と
き
は
、
同
項
の
期
間
が
経
過
し
た
日
か
ら
そ
の
預
託
を
す
る

日
ま
で
の
間
は
、
そ
の
卸
売
の
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

６　

第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
預
託
す
る
保
証
金
は
、
次
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
の
価
額
は
、
市
長
が
定
め
る
額
と
す
る
。

一　

国
債
証
券　

二　

地
方
債
証
券

三　

日
本
銀
行
が
発
行
す
る
出
資
証
券

四　

特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
が
発
行
す
る
債
券

７　

市
長
は
、
卸
売
業
者
が
使
用
料
そ
の
他
市
場
に
関
し
て
市
に
納
付
す
べ
き
金
銭
の
納
付
を
怠
っ
た
と
き
は
、
当
該
卸

売
業
者
が
預
託
し
た
保
証
金
を
こ
れ
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

８　

市
長
は
、
卸
売
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
卸
売
業
者
が
預
託
し
た
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
。

一　

卸
売
業
務
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き

二　

そ
の
卸
売
の
業
務
を
廃
止
し
た
と
き

三　

業
務
の
状
況
の
変
化
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
そ
の
預
託
し
て
い
る
保
証
金
の
額
が
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
長
が

定
め
る
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き

（
卸
売
業
務
許
可
の
取
消
し
）

第
十
三
条　

市
長
は
、
卸
売
業
者
が
第
十
条
第
四
項
第
二
号
又
は
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

市
場

部

金
額
の
範
囲

本
場

水
産
物
部

四
百
万
円
以
上
二
千
万
円
以
下

青
果
部

三
百
万
円
以
上
千
五
百
万
円
以
下

食
肉
市
場

食
肉
部

二
百
万
円
以
上
千
万
円
以
下

花
き
市
場

花
き
部

百
二
十
万
円
以
上
八
百
万
円
以
下
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と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
卸
売
業
務
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
長
は
、
卸
売
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
卸
売
業
務
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。

一　

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
卸
売
業
務
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
前
条
第
一
項
の
保
証
金
を
預

託
し
な
い
と
き

二　

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
卸
売
業
務
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
そ
の
卸
売
の
業
務
を
開
始
し

な
い
と
き

三　

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
引
き
続
き
一
月
以
上
そ
の
卸
売
の
業
務
を
休
止
し
た
と
き

（
承
継
）

第
十
四
条　

卸
売
業
者
が
そ
の
卸
売
業
務
許
可
に
係
る
卸
売
の
業
務
の
譲
渡
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
譲
渡
人
及
び
譲
受

人
が
あ
ら
か
じ
め
当
該
譲
渡
及
び
譲
受
け
に
つ
い
て
市
長
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
譲
受
人
は
、
卸
売
業
者
の
当
該

卸
売
の
業
務
に
係
る
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
地
位
を
承
継
す
る
。

２　

卸
売
業
者
で
あ
る
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
合
併
に
つ
い
て

市
長
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
卸
売
業
者
の
こ
の

条
例
の
規
定
に
よ
る
地
位
を
承
継
す
る
。

３　

卸
売
業
者
で
あ
る
法
人
が
分
割
に
よ
り
そ
の
卸
売
業
務
許
可
に
係
る
卸
売
の
業
務
を
承
継
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、

あ
ら
か
じ
め
当
該
分
割
に
つ
い
て
市
長
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
分
割
に
よ
り
当
該
卸
売
の
業
務
を
承
継
し
た
法
人

は
、
卸
売
業
者
の
当
該
卸
売
の
業
務
に
係
る
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
地
位
を
承
継
す
る
。

４　

第
十
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
三
項
、
第
四
項
（
第
三
号
及
び
第
七
号
ハ
を
除
く
。）
及
び
第
五
項
第
一
号
中
「
卸
売
業
務
許
可
」
と

あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
可
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
六
項
中
「
卸
売
業
務

許
可
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
」
と
、
同
条
第
五
項
各
号
列
記

以
外
の
部
分
中
「
卸
売
業
務
許
可
を
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
認
可
を
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
卸
売
業
務
許
可
を

し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
認
可
を
し
な
い
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
卸
売
業
務
許
可
を
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
」
と
、「
当
該
卸
売
業
務
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の

認
可
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
名
称
変
更
等
の
届
出
）

第
十
五
条　

卸
売
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

名
称
若
し
く
は
商
号
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
と
き

二　

資
本
金
又
は
出
資
の
額
を
変
更
し
た
と
き

三　

役
員
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
と
き

四　

そ
の
卸
売
の
業
務
を
廃
止
し
、
休
止
し
、
又
は
再
開
し
た
と
き

（
売
買
取
引
の
条
件
の
公
表
）

第
十
六
条　

卸
売
業
者
は
、
市
場
に
お
け
る
売
買
取
引
の
条
件
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一　

営
業
日
及
び
営
業
時
間

二　

取
扱
品
目

三　

物
品
の
引
渡
し
の
方
法

四　

委
託
手
数
料
そ
の
他
の
物
品
の
卸
売
に
関
し
出
荷
者
又
は
買
受
人
が
負
担
す
る
費
用
の
種
類
、
内
容
及
び
そ
の
額

五　

物
品
の
卸
売
に
係
る
販
売
代
金
の
支
払
期
日
及
び
支
払
方
法
（
こ
の
条
例
に
定
め
ら
れ
た
決
済
の
方
法
に
則
し
た

も
の
に
限
る
。）

六　

売
買
取
引
に
関
し
て
出
荷
者
又
は
買
受
人
に
交
付
す
る
奨
励
金
そ
の
他
の
販
売
代
金
以
外
の
金
銭
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
種
類
、
内
容
及
び
そ
の
額
（
そ
の
交
付
の
基
準
を
含
む
。）

（
事
業
報
告
書
の
提
出
等
）

第
十
七
条　

卸
売
業
者
は
、
卸
売
市
場
法
施
行
規
則（
昭
和
四
十
六
年
農
林
省
令
第
五
十
二
号
。
以
下「
省
令
」と
い
う
。）

第
七
条
第
一
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

卸
売
業
者
は
、貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
置
き
、こ
れ
ら
の
閲
覧
の
申
出
が
あ
っ

た
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
閲
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
省
令
第
七
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
正
当
な
理
由

が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
せ
り
人
の
登
録
等
）

第
十
八
条　

卸
売
業
者
は
、
そ
の
せ
り
人
に
つ
い
て
、
市
長
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

卸
売
業
者
は
、
前
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
市
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
拒
否
す
る
場
合
を

除
き
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
せ
り
人
登
録
簿
に
登
録
す
る
。

一　

せ
り
人
の
氏
名

二　

登
録
年
月
日

三　

登
録
番
号

４　

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当

該
登
録
に
係
る
せ
り
人
に
登
録
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

５　

市
長
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
に
係
る
せ
り
人
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
、
又
は
申
請
書
若
し
く
は
そ
の
添
付
書
類
の
う
ち
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
虚
偽
の
記

載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重
要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

二　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三　

第
二
十
条
又
は
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
せ
り
人
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起

算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四　

仲
卸
業
者
若
し
く
は
売
買
参
加
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人

五　

せ
り
を
遂
行
す
る
の
に
必
要
な
経
験
又
は
能
力
を
有
し
な
い
者

６　

市
長
は
、
前
項
第
五
号
の
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
、
試
験
を
行
う
も
の
と
す
る
。
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７　

卸
売
業
者
は
、
第
一
項
の
登
録
に
係
る
せ
り
人
以
外
の
者
に
せ
り
を
行
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
せ
り
人
の
登
録
の
有
効
期
間
等
）

第
十
九
条　

前
条
第
一
項
の
登
録
の
有
効
期
間
は
、
当
該
登
録
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
と
す
る
。

２　

前
条
第
一
項
の
登
録
の
有
効
期
間
（
当
該
登
録
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
を
受
け
た
と
き

に
あ
っ
て
は
、
当
該
更
新
を
受
け
た
登
録
の
有
効
期
間
）
の
満
了
後
引
き
続
き
当
該
登
録
に
係
る
せ
り
人
に
せ
り
を
行

わ
せ
よ
う
と
す
る
卸
売
業
者
は
、
当
該
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

前
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
業
者
は
、有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
六
十
日
前
か
ら
三
十
日
前
ま
で
の
間
に
、

市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
更
新
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
前
条
第
一
項
の
登
録
の
有
効
期
間
は
、
当
該
更
新
前
の

登
録
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
（
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
業
務
の
停
止
を

命
ぜ
ら
れ
た
者
が
当
該
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
後
初
め
て
登
録
の
更
新
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
年
）
と
す
る
。

５　

前
条
第
五
項
（
第
三
号
を
除
く
。）
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
」
と
、
同
条
第
六

項
中
「
前
項
第
五
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
五
号
」
と
、「
行
う
も
の
と
す
る
」

と
あ
る
の
は
「
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
せ
り
人
の
登
録
の
取
消
し
）

第
二
十
条　

市
長
は
、
せ
り
人
が
第
十
八
条
第
五
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き
は
、
当
該
せ
り
人
に
係
る
同
条
第
一
項
の
登
録
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。

（
せ
り
人
の
登
録
の
消
除
）

第
二
十
一
条　

市
長
は
、
せ
り
人
に
係
る
第
十
八
条
第
一
項
の
登
録
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
と
き
は
、
せ
り
人
登
録
簿
か

ら
そ
の
登
録
を
消
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
消
除
さ
れ
た
せ
り
人
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
登
録
証
を
市
長
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

第
二
節　

仲
卸
業
者

（
責
務
）

第
二
十
二
条　

仲
卸
業
者
は
、
市
場
に
お
い
て
、
仲
卸
し
の
業
務
を
適
正
か
つ
健
全
に
運
営
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２　

仲
卸
業
者
は
、
そ
の
取
扱
品
目
を
公
正
か
つ
適
正
に
評
価
し
、
分
荷
し
、
及
び
供
給
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３　

仲
卸
業
者
は
、
市
場
の
秩
序
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
公
正
か
つ
効
率
的
な
売
買
取
引
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
数
の
最
高
限
度
等
）

第
二
十
三
条　

仲
卸
業
者
の
数
の
最
高
限
度
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
場
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
部
の
区
分

に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。

10



２　

食
肉
市
場
食
肉
部
に
は
、
仲
卸
業
者
を
置
か
な
い
も
の
と
す
る
。

（
仲
卸
業
務
許
可
）

第
二
十
四
条　

市
場
に
お
い
て
仲
卸
し
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
市
長
の
許
可
（
以
下
「
仲
卸
業
務
許
可
」
と
い

う
。）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

仲
卸
業
務
許
可
は
、
市
場
及
び
部
の
区
分
ご
と
に
行
う
。

３　

仲
卸
業
務
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
仲
卸
業
務
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一　

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

二　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三　

第
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
七
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
仲
卸
業
務
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取

消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四　

卸
売
業
者
又
は
そ
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人

五　

暴
力
団
員
等

六　

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

七　

暴
力
団
員
等
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
、
又
は
そ
の
業
務
の
補
助
者
と
し
て
使
用
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者

八　

法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
前
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
が
あ
る
も
の

５　

市
長
は
、
仲
卸
業
務
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
仲
卸

業
務
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一　

申
請
者
に
対
し
て
仲
卸
業
務
許
可
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仲
卸
業
者
の
数
が
前
条
第
一
項
の
最
高
限
度
を
超
え
る

こ
と
と
な
る
と
き

二　

申
請
者
が
市
場
に
お
け
る
仲
卸
し
の
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
の
に
必
要
な
知
識
及
び
経
験
又
は
資
力
信
用
を
有

し
な
い
と
認
め
る
と
き

６　

市
長
は
、
仲
卸
業
務
許
可
の
申
請
を
し
た
者
が
第
二
十
六
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り

同
項
の
規
定
に
よ
り
仲
卸
業
務
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ

る
と
き
は
、
仲
卸
業
務
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

７　

市
長
は
、
仲
卸
業
務
許
可
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
仲
卸
業
務
許
可
に
条
件

市
場

部

数

本
場

水
産
物
部

三
十
六

青
果
部

三
十
六

花
き
市
場

花
き
部

六
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を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
保
証
金
）

第
二
十
五
条　

仲
卸
業
者
は
、
仲
卸
業
務
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
仲
卸
業
務
許
可
に
係
る

市
場
及
び
部
の
区
分
ご
と
に
保
証
金
を
市
長
に
預
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
保
証
金
の
額
は
、
市
場
及
び
部
の
区
分
ご
と
に
当
該
仲
卸
業
者
の
使
用
料
の
月
額
の
う
ち
当
該
仲
卸
業
者
が

使
用
す
る
市
場
施
設
（
市
場
内
の
用
地
、
建
物
そ
の
他
の
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
面
積
を
基
礎
と
し
て
算
出

す
る
も
の
の
合
計
額
に
三
を
乗
じ
て
得
た
額（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

と
す
る
。

３　

仲
卸
業
者
は
、
第
一
項
の
保
証
金
を
預
託
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
仲
卸
し
の
業
務
を
開
始
し
て
は
な
ら
な
い
。

４　

仲
卸
業
者
は
、
そ
の
預
託
し
て
い
る
保
証
金
の
額
が
第
二
項
に
定
め
る
額
に
不
足
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
市
長

が
指
定
す
る
期
間
内
に
、
そ
の
不
足
額
に
相
当
す
る
金
額
を
追
加
し
て
市
長
に
預
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

仲
卸
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
預
託
を
し
な
い
と
き
は
、
同
項
の
期
間
が
経
過
し
た
日
か
ら
そ
の
預
託
を
す
る

日
ま
で
の
間
は
、
そ
の
仲
卸
し
の
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

６　

第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
預
託
す
る
保
証
金
は
、
第
十
二
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
も
っ
て

こ
れ
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
の
価
額
は
、
市
長
が
定
め
る
額
と
す
る
。

７　

市
長
は
、
仲
卸
業
者
が
使
用
料
そ
の
他
市
場
に
関
し
て
市
に
納
付
す
べ
き
金
銭
の
納
付
を
怠
っ
た
と
き
は
、
当
該
仲

卸
業
者
が
預
託
し
た
保
証
金
を
こ
れ
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

８　

市
長
は
、
仲
卸
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
仲
卸
業
者
が
預
託
し
た
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
。

一　

仲
卸
業
務
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き

二　

そ
の
仲
卸
し
の
業
務
を
廃
止
し
た
と
き

三　

業
務
の
状
況
の
変
化
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
そ
の
預
託
し
て
い
る
保
証
金
の
額
が
第
二
項
に
定
め
る
額
を
超
え
る

こ
と
と
な
っ
た
と
き

（
仲
卸
業
務
許
可
の
取
消
し
）

第
二
十
六
条　

市
長
は
、
仲
卸
業
者
が
第
二
十
四
条
第
四
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
仲
卸
業
務
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
長
は
、
仲
卸
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
仲
卸
業
務
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
る
。

一　

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
仲
卸
業
務
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
前
条
第
一
項
の
保
証
金
を
預

託
し
な
い
と
き

二　

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
仲
卸
業
務
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
そ
の
仲
卸
し
の
業
務
を
開
始

し
な
い
と
き

三　

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
引
き
続
き
一
月
以
上
そ
の
仲
卸
し
の
業
務
を
休
止
し
た
と
き

（
承
継
）

第
二
十
七
条　

仲
卸
業
者
が
そ
の
仲
卸
業
務
許
可
に
係
る
仲
卸
し
の
業
務
の
譲
渡
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
譲
渡
人
及
び

譲
受
人
が
あ
ら
か
じ
め
当
該
譲
渡
及
び
譲
受
け
に
つ
い
て
市
長
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
譲
受
人
は
、
仲
卸
業
者
の
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当
該
仲
卸
し
の
業
務
に
係
る
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
地
位
を
承
継
す
る
。

２　

仲
卸
業
者
で
あ
る
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
合
併
に
つ
い
て

市
長
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
は
、
仲
卸
業
者
の
こ
の

条
例
の
規
定
に
よ
る
地
位
を
承
継
す
る
。

３　

仲
卸
業
者
で
あ
る
法
人
が
分
割
に
よ
り
そ
の
仲
卸
業
務
許
可
に
係
る
仲
卸
し
の
業
務
を
承
継
さ
せ
る
場
合
に
お
い

て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
分
割
に
つ
い
て
市
長
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
分
割
に
よ
り
当
該
仲
卸
し
の
業
務
を
承
継
し

た
法
人
は
、
仲
卸
業
者
の
当
該
仲
卸
し
の
業
務
に
係
る
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
地
位
を
承
継
す
る
。

４　

第
二
十
四
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
、
第
四
項
（
第
三
号
を
除
く
。）
及
び
第
五
項
第
一
号
中
「
仲
卸
業
務
許
可
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
可
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
六
項
中
「
仲
卸
業
務
許
可
の
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
」
と
、
同
条
第
五
項
各
号
列
記
以
外
の

部
分
中
「
仲
卸
業
務
許
可
を
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
認
可
を
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
仲
卸
業
務
許
可
を
し
な
い
」

と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
認
可
を
し
な
い
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
仲
卸
業
務
許
可
を
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
七
条

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
」
と
、「
当
該
仲
卸
業
務
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
認
可
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条　

仲
卸
業
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
協

議
に
よ
り
当
該
仲
卸
業
者
の
仲
卸
業
務
許
可
に
係
る
仲
卸
し
の
業
務
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の

者
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）
が
当
該
仲
卸
業
者
の
仲
卸
業
務
許
可
に
係
る
仲
卸
し
の
業
務
を
引
き
続
き
営
も

う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
相
続
人
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
後
六
十
日
以
内
に
市
長
に
申
請
し
て
、
そ
の
認
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

相
続
人
が
前
項
の
認
可
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
被
相
続
人
の
死
亡
の
日
か
ら
そ
の
認
可
を
受
け
る
日
又
は

そ
の
認
可
を
し
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
の
間
は
、
被
相
続
人
に
対
し
て
し
た
仲
卸
業
務
許
可
は
、
そ
の
相
続

人
に
対
し
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３　

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
相
続
人
は
、被
相
続
人
に
係
る
仲
卸
業
者
の
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
地
位
を
承
継
す
る
。

４　

第
二
十
四
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
（
第
三
号
を
除
く
。）
及
び
第
五
項
第
一
号
中
「
仲
卸
業
務
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
六
項
中
「
仲
卸
業
務
許
可
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
」
と
、
同
条
第
五
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
仲
卸
業
務
許
可
を
」
と
あ
る
の
は

「
そ
の
認
可
を
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
仲
卸
業
務
許
可
を
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
認
可
を
し
な
い
」
と
、
同

条
第
七
項
中
「
仲
卸
業
務
許
可
を
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
」
と
、「
当
該
仲
卸

業
務
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
認
可
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
名
称
変
更
等
の
届
出
）

第
二
十
九
条　

仲
卸
業
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

氏
名
、
名
称
若
し
く
は
商
号
又
は
住
所
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
と
き

二　

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
又
は
出
資
の
額
を
変
更
し
た
と
き
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三　

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
役
員
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
と
き

四　

そ
の
仲
卸
し
の
業
務
を
廃
止
し
、
休
止
し
、
又
は
再
開
し
た
と
き

２　

仲
卸
業
者
が
死
亡
し
、
又
は
解
散
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
仲
卸
業
者
の
相
続
人
又
は
清
算
人
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
報
告
書
の
提
出
）

第
三
十
条　

仲
卸
業
者
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
現
在
に
お
い
て
作
成
し
た
事
業
報
告
書
を
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
以
内
に
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一　

法
人
で
あ
る
仲
卸
業
者　

事
業
年
度
の
末
日

二　

個
人
で
あ
る
仲
卸
業
者　

十
二
月
三
十
一
日

　

第
三
節　

売
買
参
加
者

（
売
買
参
加
者
承
認
）

第
三
十
一
条　

市
場
に
お
い
て
売
買
参
加
者
と
し
て
卸
売
の
相
手
方
に
な
ろ
う
と
す
る
者
は
、
市
長
の
承
認
（
以
下
「
売

買
参
加
者
承
認
」
と
い
う
。）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

売
買
参
加
者
承
認
は
、
市
場
及
び
部
の
区
分
ご
と
に
行
う
。

３　

売
買
参
加
者
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
売
買
参
加
者
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一　

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

二　

次
条
第
一
項
又
は
第
七
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
売
買
参
加
者
承
認
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し

の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
な
い
者

三　

個
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
申
請
に
係
る
市
場
及
び
部
の
区
分
に
属
す
る
仲
卸
業
者
で
あ
る
も
の

四　

卸
売
業
者
又
は
仲
卸
業
者
の
役
員
又
は
使
用
人

五　

暴
力
団
員
等

六　

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

七　

暴
力
団
員
等
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
、
又
は
そ
の
業
務
の
補
助
者
と
し
て
使
用
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者

５　

市
長
は
、
売
買
参
加
者
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
売
買
参
加
者
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び

経
験
又
は
資
力
信
用
を
有
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
売
買
参
加
者
承
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
売
買
参
加
者
承
認
の
取
消
し
）

第
三
十
二
条　

市
長
は
、
売
買
参
加
者
が
前
条
第
四
項
各
号
（
第
二
号
を
除
く
。）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き
は
、
そ
の
売
買
参
加
者
承
認
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
長
は
、
売
買
参
加
者
が
市
長
が
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
売
買
参
加
者
承
認
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
。

（
名
称
変
更
等
の
届
出
）

第
三
十
三
条　

売
買
参
加
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一　

氏
名
、
名
称
若
し
く
は
商
号
又
は
住
所
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
と
き

二　

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
又
は
出
資
の
額
を
変
更
し
た
と
き

三　

法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
役
員
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
と
き

四　

継
続
し
て
卸
売
を
受
け
る
こ
と
を
や
め
た
と
き

２　

売
買
参
加
者
が
死
亡
し
、
又
は
解
散
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
売
買
参
加
者
の
相
続
人
又
は
清
算
人
は
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
節　

関
連
事
業
者

（
責
務
）

第
三
十
四
条　

関
連
事
業
者
は
、
市
場
の
機
能
の
充
実
を
図
り
、
市
場
に
お
い
て
そ
の
業
務
を
適
正
か
つ
健
全
に
運
営
す

る
と
と
も
に
、
市
場
の
利
用
者
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
連
事
業
許
可
）

第
三
十
五
条　

市
長
は
、
市
場
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市

場
内
の
店
舗
そ
の
他
の
市
場
施
設
に
お
い
て
市
長
が
定
め
る
業
務
（
以
下
「
関
連
事
業
」
と
い
う
。）
を
営
む
こ
と
に

つ
い
て
許
可
（
以
下
「
関
連
事
業
許
可
」
と
い
う
。）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

関
連
事
業
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
関
連
事
業
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一　

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

二　

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執

行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

三　

第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
七
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
関
連
事
業
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取

消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四　

暴
力
団
員
等

五　

暴
力
団
員
等
が
そ
の
事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

六　

暴
力
団
員
等
を
そ
の
業
務
に
従
事
さ
せ
、
又
は
そ
の
業
務
の
補
助
者
と
し
て
使
用
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者

４　

市
長
は
、
関
連
事
業
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
申
請
者
が
市
場
に
お
け
る
そ
の
関
連
事
業
を
適
確
に

遂
行
す
る
の
に
必
要
な
知
識
及
び
経
験
又
は
資
力
信
用
を
有
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
関
連
事
業
許
可
を
し
て
は
な

ら
な
い
。

（
保
証
金
）

第
三
十
六
条　

関
連
事
業
者
は
、
関
連
事
業
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
当
該
関
連
事
業
許
可
に
係

る
保
証
金
を
市
長
に
預
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
保
証
金
の
額
は
、
当
該
関
連
事
業
者
の
使
用
料
の
月
額
の
う
ち
当
該
関
連
事
業
者
が
使
用
す
る
市
場
施
設
の

面
積
を
基
礎
と
し
て
算
出
す
る
も
の
の
合
計
額
に
三
を
乗
じ
て
得
た
額（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

３　

関
連
事
業
者
は
、
第
一
項
の
保
証
金
を
預
託
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
関
連
事
業
を
開
始
し
て
は
な
ら
な
い
。

４　

関
連
事
業
者
は
、
そ
の
預
託
し
て
い
る
保
証
金
の
額
が
第
二
項
に
定
め
る
額
に
不
足
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
市
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長
が
指
定
す
る
期
間
内
に
、
そ
の
不
足
額
に
相
当
す
る
金
額
を
追
加
し
て
市
長
に
預
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

関
連
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
預
託
を
し
な
い
と
き
は
、
同
項
の
期
間
が
経
過
し
た
日
か
ら
そ
の
預
託
を
す

る
日
ま
で
の
間
は
、
そ
の
関
連
事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

６　

第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
預
託
す
る
保
証
金
は
、
第
十
二
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
も
っ
て

こ
れ
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
の
価
額
は
、
市
長
が
定
め
る
額
と
す
る
。

７　

市
長
は
、
関
連
事
業
者
が
使
用
料
そ
の
他
市
場
に
関
し
て
市
に
納
付
す
べ
き
金
銭
の
納
付
を
怠
っ
た
と
き
は
、
当
該

関
連
事
業
者
が
預
託
し
た
保
証
金
を
こ
れ
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

８　

市
長
は
、
関
連
事
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
関
連
事
業
者
が
預
託
し
た
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
す
る
。

一　

関
連
事
業
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き

二　

そ
の
関
連
事
業
を
廃
止
し
た
と
き

三　

業
務
の
状
況
の
変
化
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
そ
の
預
託
し
て
い
る
保
証
金
の
額
が
第
二
項
に
定
め
る
額
を
超
え
る

こ
と
と
な
っ
た
と
き

（
関
連
事
業
許
可
の
取
消
し
）

第
三
十
七
条　

市
長
は
、
関
連
事
業
者
が
第
三
十
五
条
第
三
項
各
号
（
第
三
号
を
除
く
。）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
関
連
事
業
許
可
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

市
長
は
、
関
連
事
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
関
連
事
業
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
。

一　

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
関
連
事
業
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
前
条
第
一
項
の
保
証
金
を
預

託
し
な
い
と
き

二　

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
関
連
事
業
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
そ
の
関
連
事
業
を
開
始
し
な

い
と
き

三　

正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
引
き
続
き
一
月
以
上
そ
の
関
連
事
業
を
休
止
し
た
と
き

（
事
業
報
告
書
の
提
出
）

第
三
十
八
条　

市
長
は
、
関
連
事
業
者
に
対
し
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
決
算
期
ご
と
に
作
成
す
る
そ
の
関
連

事
業
又
は
財
産
に
関
す
る
事
業
報
告
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

第
三
十
九
条　

第
二
十
九
条
の
規
定
は
、
関
連
事
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
四

号
中「
仲
卸
し
の
業
務
」と
あ
る
の
は
、「
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
連
事
業
」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章　

売
買
取
引
及
び
決
済
の
方
法

（
売
買
取
引
の
原
則
）

第
四
十
条　

取
引
参
加
者
は
、
公
正
か
つ
効
率
的
に
売
買
取
引
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
売
買
取
引
の
方
法
）

第
四
十
一
条　

卸
売
業
者
は
、
市
場
に
お
い
て
行
う
卸
売
に
つ
い
て
は
、
せ
り
売
若
し
く
は
入
札
の
方
法
又
は
相
対
に
よ

る
取
引
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
等
）
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第
四
十
二
条　

卸
売
業
者
は
、
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
に
関
し
、
出
荷
者
又
は
買
受
人
に
対
し
て
不
当
に
差
別
的
な

取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２　

卸
売
業
者
は
、
そ
の
卸
売
業
務
許
可
に
係
る
市
場
及
び
部
の
区
分
に
属
す
る
物
品
に
つ
い
て
市
場
に
お
け
る
卸
売
の

た
め
の
販
売
の
委
託
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
引
受
け

を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

一　

そ
の
申
込
み
が
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
受
託
契
約
約
款
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き

二　

省
令
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き

（
市
場
外
の
施
設
に
係
る
届
出
）

第
四
十
三
条　

卸
売
業
者
は
、
卸
売
の
業
務
を
行
う
に
当
た
り
、
生
鮮
食
料
品
等
を
保
管
す
る
施
設
を
市
場
外
に
設
置
し

た
と
き
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
施
設
の
位
置
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
卸
売
業
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
施
設
の
位
置
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
利
用
を
廃

止
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
卸
売
業
者
の
買
受
け
等
の
制
限
）

第
四
十
四
条　

卸
売
業
者
は
、そ
の
卸
売
業
務
許
可
に
係
る
市
場
及
び
部
の
区
分
に
属
す
る
物
品
の
卸
売
を
し
た
と
き
は
、

仲
卸
業
者
又
は
売
買
参
加
者
か
ら
当
該
卸
売
に
係
る
物
品
の
販
売
の
委
託
を
引
き
受
け
、
又
は
当
該
物
品
を
買
い
受
け

て
は
な
ら
な
い
。

（
財
産
上
の
利
益
の
受
領
の
禁
止
）

第
四
十
五
条　

卸
売
業
者
は
、
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
た
め
の
販
売
の
委
託
の
引
受
け
に
つ
い
て
、
そ
の
委
託
者
か
ら
第

五
十
八
条
第
一
項
の
委
託
手
数
料
以
外
の
金
銭
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

（
食
肉
市
場
食
肉
部
の
特
例
）

第
四
十
六
条　

食
肉
市
場
食
肉
部
の
卸
売
業
者
は
、
家
畜
を
解
体
し
、
枝
肉
、
部
分
肉
及
び
副
産
物
と
し
て
卸
売
を
す
る

こ
と
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

食
肉
市
場
食
肉
部
の
卸
売
業
者
は
、
牛
及
び
豚
の
枝
肉
に
つ
い
て
は
、
市
長
が
指
定
す
る
格
付
機
関
の
格
付
け
を
受

け
た
冷
枝
肉
で
な
け
れ
ば
卸
売
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
受
託
契
約
約
款
）

第
四
十
七
条　

卸
売
業
者
は
、市
場
に
お
け
る
卸
売
の
た
め
の
販
売
の
委
託
の
引
受
け
に
つ
い
て
受
託
契
約
約
款
を
定
め
、

こ
れ
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２　

前
項
の
受
託
契
約
約
款
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

委
託
物
品
の
引
渡
し
及
び
受
領
に
関
す
る
事
項

二　

受
託
物
品
の
保
管
に
関
す
る
事
項

三　

受
託
物
品
の
手
入
れ
等
に
関
す
る
事
項

四　

受
信
場
所
に
関
す
る
事
項

五　

送
り
状
又
は
発
送
案
内
に
関
す
る
事
項

六　

受
託
物
品
の
上
場
に
関
す
る
事
項

七　

販
売
条
件
の
設
定
及
び
変
更
に
関
す
る
事
項
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八　

委
託
の
解
除
、
委
託
替
及
び
再
委
託
に
関
す
る
事
項

九　

委
託
手
数
料
に
関
す
る
事
項

十　

委
託
者
の
負
担
す
べ
き
費
用
に
関
す
る
事
項

十
一　

仕
切
り
に
関
す
る
事
項

十
二　

第
四
十
九
条
第
三
項
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
関
す
る
事
項

十
三　

量
目
及
び
計
量
に
関
す
る
事
項
（
食
肉
市
場
食
肉
部
に
限
る
。）

十
四　

枝
肉
と
し
て
販
売
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
委
託
を
受
け
た
家
畜
の
保
管
料
（
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額

の
合
計
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
消
費
税
額
等
」
と
い
う
。）
を
含
む
額
と
す
る
。）、
と
さ
つ
解
体
料
（
消
費
税

額
等
を
含
む
額
と
す
る
。）
及
び
と
畜
検
査
手
数
料
並
び
に
原
皮
、
内
臓
そ
の
他
の
副
産
物
の
販
売
方
法
及
び
卸
売

価
格
（
せ
り
売
若
し
く
は
入
札
の
方
法
又
は
相
対
に
よ
る
取
引
の
方
法
に
係
る
単
位
当
た
り
の
価
格
（
以
下
「
単
価
」

と
い
う
。）
に
消
費
税
額
等
を
加
え
た
額
（
そ
の
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五

十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
予
定
額

に
関
す
る
事
項
（
食
肉
市
場
食
肉
部
に
限
る
。）

十
五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
定
め
る
事
項

３　

卸
売
業
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
受
託
契
約
約
款
を
卸
売
場
、
荷
受
所
又
は
そ
の
主
た
る
事
務
所
の

見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
託
物
品
の
受
領
通
知
及
び
検
収
）

第
四
十
八
条　

卸
売
業
者
は
、
受
託
物
品
を
受
領
し
た
と
き
は
、
そ
の
委
託
者
に
対
し
て
直
ち
に
当
該
受
託
物
品
の
種
類
、

数
量
、
等
級
、
品
質
及
び
受
領
日
時
を
記
載
し
た
物
品
受
領
通
知
書
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
受
領
の
日
の
翌
日
ま
で
に
売
買
仕
切
書
を
送
付
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

卸
売
業
者
又
は
卸
売
業
者
か
ら
受
託
物
品
の
検
収
に
係
る
委
託
を
受
け
た
者
は
、
当
該
受
託
物
品
の
受
領
に
係
る
検

収
を
確
実
に
行
い
、
当
該
受
託
物
品
の
種
類
、
数
量
、
等
級
、
品
質
等
に
つ
い
て
異
状
を
認
め
た
と
き
は
、
市
長
が
指

定
す
る
職
員
の
確
認
を
受
け
、
そ
の
結
果
を
前
項
本
文
の
物
品
受
領
通
知
書
又
は
同
項
た
だ
し
書
の
売
買
仕
切
書
に
付

記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
受
託
物
品
の
受
領
に
委
託
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
立
ち
会
っ
て
い
て
そ
の

了
承
を
得
ら
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３　

卸
売
業
者
は
、
受
託
物
品
の
異
状
に
つ
い
て
は
、
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
同
項
本
文
の
確
認
を

受
け
な
け
れ
ば
委
託
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
卸
売
の
相
手
方
の
明
示
及
び
卸
売
物
品
の
引
取
り
）

第
四
十
九
条　

卸
売
業
者
は
、
そ
の
卸
売
を
し
た
物
品
を
買
い
受
け
た
仲
卸
業
者
又
は
売
買
参
加
者
が
明
ら
か
に
な
る
よ

う
措
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

仲
卸
業
者
及
び
売
買
参
加
者
は
、卸
売
業
者
か
ら
卸
売
を
受
け
た
物
品
を
速
や
か
に
引
き
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

卸
売
業
者
は
、
仲
卸
業
者
又
は
売
買
参
加
者
が
物
品
の
引
取
り
を
怠
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
仲
卸
業
者

又
は
売
買
参
加
者
の
費
用
で
そ
の
物
品
を
保
管
し
、
又
は
催
告
を
し
な
い
で
他
の
者
に
卸
売
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

卸
売
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
他
の
者
に
卸
売
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
卸
売
に
係
る
価
格
が
物
品
の
引

取
り
を
怠
っ
た
仲
卸
業
者
又
は
売
買
参
加
者
に
対
す
る
卸
売
に
係
る
価
格
よ
り
低
い
と
き
は
、
そ
の
差
額
を
当
該
仲
卸

業
者
又
は
売
買
参
加
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。18



（
仲
卸
業
者
の
市
場
外
施
設
）

第
五
十
条　

仲
卸
業
者
は
、
そ
の
仲
卸
業
務
許
可
に
係
る
市
場
及
び
部
の
区
分
に
属
す
る
物
品
の
貯
蔵
、
保
管
、
配
送
等

を
す
る
た
め
の
施
設
を
市
場
外
に
設
置
し
た
と
き
は
、
当
該
施
設
の
位
置
及
び
名
称
を
記
載
し
た
書
面
を
そ
の
主
た
る

事
務
所
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

仲
卸
業
者
は
、
市
長
が
前
項
の
書
面
の
提
出
を
求
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
売
買
取
引
の
制
限
）

第
五
十
一
条　

市
長
は
、
せ
り
売
又
は
入
札
の
方
法
に
よ
る
卸
売
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
そ
の
売
買
を
差
し
止
め
、
又
は
せ
り
直
し
若
し
く
は
再
入
札
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

談
合
そ
の
他
不
正
な
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

二　

不
当
な
単
価
が
形
成
さ
れ
、
又
は
形
成
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

２　

市
長
は
、
卸
売
業
者
、
仲
卸
業
者
、
売
買
参
加
者
又
は
買
出
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ

の
売
買
を
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

売
買
に
つ
い
て
不
正
又
は
不
当
な
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

二　

買
受
代
金
の
支
払
を
怠
っ
た
と
き

（
衛
生
上
有
害
な
物
品
の
売
買
禁
止
等
）

第
五
十
二
条　

市
長
は
、
衛
生
上
有
害
な
物
品
が
市
場
に
搬
入
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

衛
生
上
有
害
な
物
品
は
、
市
場
に
お
い
て
売
買
し
、
又
は
売
買
の
目
的
を
も
っ
て
所
持
し
て
は
な
ら
な
い
。

３　

市
長
は
、
衛
生
上
有
害
な
物
品
の
売
買
を
差
し
止
め
、
又
は
撤
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

市
場
へ
入
場
す
る
者
は
、
衛
生
上
有
害
な
物
品
を
市
場
に
搬
入
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
卸
売
予
定
数
量
等
の
報
告
）

第
五
十
三
条　

卸
売
業
者
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
開
場
日（
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
開
場
す
る
日
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
品
目
ご
と
の
卸
売
予
定
数
量
及
び
主
要
な
産
地
を
市
長
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

せ
り
売
又
は
入
札
の
方
法
に
よ
り
当
日
卸
売
を
す
る
物
品
（
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

二　

相
対
に
よ
る
取
引
の
方
法
に
よ
り
当
日
卸
売
を
す
る
物
品
（
次
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

三　

仲
卸
業
者
又
は
売
買
参
加
者
以
外
の
者
に
当
日
卸
売
を
す
る
物
品

四　

市
場
外
に
あ
る
当
日
卸
売
を
す
る
物
品

２　

卸
売
業
者
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
開
場
日
ご
と
に
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
品
目
ご

と
の
卸
売
の
数
量
及
び
主
要
な
産
地
並
び
に
高
値
（
省
令
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
高
値
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）、
中
値
（
同
号
に
規
定
す
る
中
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
安
値
（
同
号
に
規
定
す
る
安
値
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）
に
区
分
し
た
卸
売
価
格
の
実
績
を
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

卸
売
業
者
は
、
毎
月
十
日
ま
で
に
前
月
中
に
卸
売
を
し
た
物
品
の
数
量
及
び
卸
売
金
額
（
せ
り
売
若
し
く
は
入
札
の

方
法
又
は
相
対
に
よ
る
取
引
の
方
法
に
係
る
金
額
に
消
費
税
額
等
を
加
え
た
額
（
そ
の
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）
の
実
績
を
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
卸
売
業
者
に
よ
る
売
買
取
引
の
結
果
等
の
公
表
）
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第
五
十
四
条　

卸
売
業
者
は
、
開
場
日
ご
と
に
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
そ
の
日
の
主
要
な
品
目

ご
と
の
卸
売
予
定
数
量
及
び
主
要
な
産
地
を
卸
売
の
開
始
時
刻
ま
で
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

卸
売
業
者
は
、
開
場
日
ご
と
に
、
卸
売
が
終
了
し
た
後
速
や
か
に
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、

そ
の
日
の
主
要
な
品
目
ご
と
の
卸
売
の
数
量
及
び
主
要
な
産
地
並
び
に
高
値
、
中
値
及
び
安
値
に
区
分
し
た
卸
売
価
格

の
実
績
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

卸
売
業
者
は
、
省
令
第
八
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
毎
月
十
日
ま
で
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ

の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
開
設
者
に
よ
る
売
買
取
引
の
結
果
等
の
公
表
）

第
五
十
五
条　

市
長
は
、
卸
売
業
者
か
ら
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ

の
日
の
主
要
な
品
目
ご
と
の
卸
売
予
定
数
量
及
び
主
要
な
産
地
並
び
に
前
開
場
日
の
主
要
な
品
目
ご
と
の
卸
売
の
数
量

及
び
卸
売
価
格
の
実
績
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

市
長
は
、
卸
売
業
者
か
ら
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
同
条
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
、
そ
の
日
の
主
要
な
品
目
ご
と
の
卸
売
の
数
量
及
び
主
要
な
産
地
並
び
に
高
値
、
中
値

及
び
安
値
に
区
分
し
た
卸
売
価
格
の
実
績
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。

（
卸
売
業
者
の
決
済
の
方
法
等
）

第
五
十
六
条　

卸
売
業
者
は
、
受
託
物
品
の
卸
売
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
卸
売
を
し
た
日
の
翌
日
（
出
荷
者
と
特
約
を
し

た
と
き
は
、
そ
の
特
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
期
日
）
ま
で
に
、
そ
の
出
荷
者
に
対
し
、
売
買
仕
切
金
の
額
を
通
知
す

る
と
と
も
に
、
当
該
出
荷
者
と
取
り
決
め
た
決
済
の
方
法
に
よ
り
、
売
買
仕
切
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

卸
売
業
者
は
、
出
荷
者
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
支
払
を
し
た
後
、
速
や
か
に
、
売
買
仕
切
書
を
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
売
買
仕
切
書
の
送
付
日
に
係
る
特
約
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
に
従
う
。

３　

前
項
の
売
買
仕
切
書
に
は
、
当
該
卸
売
を
し
た
受
託
物
品
の
品
目
、
等
級
、
単
価
、
数
量
そ
の
他
市
長
が
定
め
る
事

項
を
正
確
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
六
十
一
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
卸
売
金
額
の
変
更
を
し
た
受
託
物

品
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

４　

卸
売
業
者
は
、
物
品
を
買
い
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
出
荷
者
と
取
り
決
め
た
決
済
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
出
荷
者
に

対
し
、
買
い
受
け
た
日
の
翌
日
ま
で
に
、
買
受
代
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
支
払
日
に
係
る
特
約

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
定
め
に
従
う
。

第
五
十
七
条　

卸
売
業
者
は
、
出
荷
者
と
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
第
四
項
た
だ
し
書
の
特
約
を
し
た
と
き
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

特
約
の
相
手
方
の
氏
名
、
名
称
又
は
商
号
及
び
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二　

支
払
方
法

三　

特
約
の
内
容

２　

卸
売
業
者
は
、
市
長
が
前
項
の
書
面
の
提
出
を
求
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
託
手
数
料
）

第
五
十
八
条　

卸
売
業
者
は
、
卸
売
の
た
め
の
販
売
の
委
託
の
引
受
け
に
つ
い
て
、
そ
の
委
託
者
か
ら
せ
り
売
若
し
く
は
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入
札
の
方
法
又
は
相
対
に
よ
る
取
引
の
方
法
に
係
る
金
額
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
一
定
の
率
を
乗
じ
て
得

た
額
を
委
託
手
数
料
と
し
て
収
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

卸
売
業
者
は
、
前
項
の
一
定
の
率
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
市
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

あ
ら
か
じ
め
当
該
率
そ
の
他
の
事
項
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
卸
売
業
者
に
対
し
、
第
一
項
の
一
定
の
率
が
そ
の
経
営
に
与
え
る
影
響

そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

卸
売
業
者
は
、
第
一
項
の
一
定
の
率
を
卸
売
場
、
荷
受
所
又
は
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
、

委
託
者
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
荷
奨
励
金
の
交
付
）

第
五
十
九
条　

卸
売
業
者
は
、
市
場
に
お
け
る
取
扱
品
目
の
安
定
的
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め
、
市
長
が
定
め
る
基
準
に

従
い
、
出
荷
者
に
対
し
て
出
荷
奨
励
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
買
受
代
金
の
即
時
支
払
義
務
等
）

第
六
十
条　

卸
売
の
相
手
方
は
、
卸
売
業
者
か
ら
買
い
受
け
た
物
品
の
引
渡
し
と
同
時
に
（
卸
売
業
者
が
あ
ら
か
じ
め
卸

売
の
相
手
方
と
支
払
猶
予
の
特
約
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
特
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
期
日
ま
で
に
）、
当
該
卸
売
業

者
と
取
り
決
め
た
決
済
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
買
い
受
け
た
物
品
の
代
金
（
買
い
受
け
た
額
に
消
費
税
額
等
を
加
え
た

額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

仲
卸
業
者
か
ら
物
品
を
買
い
受
け
た
者
は
、
当
該
物
品
の
引
渡
し
と
同
時
に
（
仲
卸
業
者
が
あ
ら
か
じ
め
物
品
を
買

い
受
け
た
者
と
支
払
猶
予
の
特
約
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
特
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
期
日
ま
で
に
）、
当
該
仲
卸
業

者
と
取
り
決
め
た
決
済
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
買
い
受
け
た
物
品
の
代
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
一
項
の
特
約
を
し
た
卸
売
業
者
は
、
当
該
特
約
が
効
力
を
有
す
る
間
、
当
該
特
約
の
相
手
方
及
び
内
容
を
記
載
し

た
書
面
を
そ
の
主
た
る
事
務
所
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

卸
売
業
者
は
、
市
長
が
前
項
の
書
面
の
提
出
を
求
め
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

市
長
は
、
第
一
項
の
特
約
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
特
約
に
定
め
た
事
項
の

変
更
そ
の
他
必
要
な
改
善
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

当
該
特
約
の
相
手
方
以
外
の
卸
売
の
相
手
方
に
対
し
て
不
当
に
差
別
的
な
取
扱
い
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
き

二　

当
該
特
約
に
よ
り
卸
売
業
者
の
財
務
の
健
全
性
が
損
な
わ
れ
、
又
は
そ
の
卸
売
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営

が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き

６　

第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
取
引
参
加
者
は
、
取
引
の

相
手
方
と
取
り
決
め
た
支
払
期
日
及
び
支
払
方
法
に
よ
り
、
市
場
に
お
け
る
売
買
に
係
る
代
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
卸
売
金
額
の
変
更
の
禁
止
）

第
六
十
一
条　

卸
売
業
者
は
、
卸
売
を
し
た
物
品
の
卸
売
金
額
の
変
更
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
が
指
定
す

る
職
員
が
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
確
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
完
納
奨
励
金
の
交
付
）

第
六
十
二
条　

卸
売
業
者
は
、
卸
売
金
額
の
期
限
内
の
完
納
を
奨
励
す
る
た
め
、
市
長
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
仲
卸
業

者
又
は
売
買
参
加
者
に
対
し
て
完
納
奨
励
金
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
四
章　

卸
売
の
業
務
に
係
る
物
品
の
品
質
管
理

第
六
十
三
条　

市
長
は
、
市
場
及
び
部
の
区
分
ご
と
に
、
卸
売
の
業
務
に
係
る
物
品
の
品
質
管
理
の
方
法
と
し
て
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一　

施
設
の
取
扱
品
目

二　

施
設
の
設
定
温
度
及
び
温
度
管
理
に
関
す
る
事
項

三　

品
質
管
理
の
責
任
者
の
設
置
及
び
責
務
に
関
す
る
事
項

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
品
質
管
理
の
高
度
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２　

卸
売
業
者
、
仲
卸
業
者
そ
の
他
の
市
場
関
係
事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
物
品
の
品
質
管
理
の

方
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章　

市
場
施
設
の
使
用

（
市
場
施
設
の
使
用
許
可
）

第
六
十
四
条　

市
長
は
、
卸
売
業
者
、
仲
卸
業
者
及
び
関
連
事
業
者
に
対
し
、
市
場
施
設
の
使
用
の
許
可
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２　

市
長
は
、
市
場
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
卸
売
業

者
、
仲
卸
業
者
及
び
関
連
事
業
者
以
外
の
者
に
対
し
、
市
場
施
設
の
使
用
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

前
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に
、
保
証
金
を
市
長
に
預
託
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４　

前
項
の
保
証
金
の
額
は
、
第
二
項
の
許
可
を
受
け
た
者
の
使
用
料
の
月
額
の
う
ち
そ
の
者
が
使
用
す
る
市
場
施
設
の

面
積
を
基
礎
と
し
て
算
出
す
る
も
の
の
合
計
額
に
三
を
乗
じ
て
得
た
額（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

５　

第
二
項
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
預
託
し
て
い
る
保
証
金
の
額
が
前
項
に
定
め
る
額
に
不
足
す
る
こ
と
と
な
る

と
き
は
、
市
長
が
指
定
す
る
期
間
内
に
、
そ
の
不
足
額
に
相
当
す
る
金
額
を
追
加
し
て
市
長
に
預
託
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

６　

第
三
項
本
文
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
預
託
す
る
保
証
金
は
、
第
十
二
条
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
を
も
っ

て
こ
れ
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
有
価
証
券
の
価
額
は
、
市
長
が
定
め
る
額
と
す
る
。

７　

市
長
は
、
第
二
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
使
用
料
そ
の
他
市
場
に
関
し
て
市
に
納
付
す
べ
き
金
銭
の
納
付
を
怠
っ
た

と
き
は
、
そ
の
者
が
預
託
し
た
保
証
金
を
こ
れ
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

８　

市
長
は
、
第
二
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
市
長
が
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
項
本
文
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
預
託
し
た
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
を
返

還
す
る
。

一　

そ
の
許
可
が
効
力
を
失
っ
た
と
き

二　

市
場
施
設
の
使
用
の
状
況
の
変
化
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
そ
の
預
託
し
て
い
る
保
証
金
の
額
が
第
四
項
に
定
め
る

額
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き

（
用
途
変
更
、
転
貸
等
の
禁
止
）

第
六
十
五
条　

前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。）
は
、
当
該
許
可
に
係
る

市
場
施
設
の
用
途
を
変
更
し
、
又
は
当
該
市
場
施
設
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
転
貸
し
、
若
し
く
は
他
人
に
使
用
さ
せ
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て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
原
状
変
更
の
制
限
等
）

第
六
十
六
条　

使
用
者
は
、
市
場
施
設
に
お
い
て
建
築
、
造
作
、
模
様
替
え
そ
の
他
市
場
施
設
の
原
状
に
変
更
を
加
え
る

行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

市
長
は
、
使
用
者
が
前
項
た
だ
し
書
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
市
場
施
設
に
お
い
て
建
築
、
造
作
、
模
様

替
え
そ
の
他
市
場
施
設
の
原
状
に
変
更
を
加
え
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当
該
市
場
施
設
の
返
還
の
際
、
そ
の
使
用
者

に
対
し
、
原
状
回
復
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
費
用
の
弁
償
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
原
状
回
復
）

第
六
十
七
条　

使
用
者
は
、
そ
の
許
可
が
効
力
を
失
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
原
状
に
回
復
す
る
措
置
を
と
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
許
可
の
取
消
し
そ
の
他
の
規
制
）

第
六
十
八
条　

市
長
は
、
市
場
施
設
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
使
用
者
に
対
し
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は

そ
の
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
修
復
命
令
等
）

第
六
十
九
条　

市
長
は
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
市
場
施
設
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
修
復
又
は
そ

の
費
用
の
弁
償
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
料
等
）

第
七
十
条　

市
場
の
使
用
料（
消
費
税
額
等
を
含
む
額
と
す
る
。）は
、
別
表
に
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
で
市
長
が
定
め
る
。

２　

市
場
に
お
い
て
使
用
す
る
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
等
の
費
用
（
消
費
税
額
等
を
含
む
額
と
す
る
。）
で
市
長
が
指
定
す

る
も
の
は
、
使
用
者
の
負
担
と
す
る
。

３　

使
用
期
間
が
一
月
に
満
た
な
い
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
日
割
計
算
に
よ
る
。

（
使
用
料
の
減
免
）

第
七
十
一
条　

市
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

使
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
市
場
施
設
を
引
き
続
き
三
日
以
上
使
用
で
き
な
か
っ
た

と
き

二　

使
用
者
が
こ
の
条
例
に
基
づ
く
処
分
を
受
け
、
市
場
施
設
を
引
き
続
き
三
日
以
上
使
用
し
な
か
っ
た
と
き

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
市
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き

第
六
章　

監
督

（
指
導
又
は
助
言
）

第
七
十
二
条　

市
長
は
、
こ
の
条
例
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
を
取
引
参
加
者
及
び
関
連
事
業
者

に
遵
守
さ
せ
る
た
め
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
指
導
又
は
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
七
十
三
条　

市
長
は
、
市
場
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必

要
な
限
度
に
お
い
て
、
卸
売
業
者
、
仲
卸
業
者
若
し
く
は
関
連
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
財
産
に
関
し
報

告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
業
務
を
行
う
場
所
に
立
ち

入
り
、
そ
の
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
に
提
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
改
善
措
置
命
令
）

第
七
十
四
条　

市
長
は
、
卸
売
業
者
の
財
産
の
状
況
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
市
場
に
お

け
る
卸
売
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い

て
、
卸
売
業
者
に
対
し
、
当
該
卸
売
業
者
の
財
産
に
関
し
必
要
な
改
善
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

流
動
資
産
の
合
計
金
額
の
流
動
負
債
の
合
計
金
額
に
対
す
る
比
率
が
市
長
が
定
め
る
率
を
下
回
っ
た
場
合

二　

資
本
の
合
計
金
額
の
資
本
及
び
負
債
の
合
計
金
額
に
対
す
る
比
率
が
市
長
が
定
め
る
率
を
下
回
っ
た
場
合

三　

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
財
産

の
状
況
に
つ
き
是
正
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
市
長
が
認
め
る
場
合

２　

市
長
は
、市
場
に
お
け
る
卸
売
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
卸
売
業
者
に
対
し
、
当
該
卸
売
業
者
の
業
務
又
は
会
計
に
関
し
必
要
な
改
善
措
置
（
第
五
十

八
条
第
一
項
の
一
定
の
率
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。）
を
と
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

市
長
は
、
仲
卸
業
者
の
財
産
の
状
況
が
第
一
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
又
は
第
二
号
及
び
第
三
号
に
該
当
す

る
場
合
に
お
い
て
、
市
場
に
お
け
る
仲
卸
し
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
仲
卸
業
者
に
対
し
、
当
該
仲
卸
業
者
の
財
産
に
関
し
必
要
な
改
善
措
置
を
と

る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

流
動
資
産
の
合
計
金
額
の
流
動
負
債
の
合
計
金
額
に
対
す
る
比
率
が
市
長
が
定
め
る
率
を
下
回
っ
た
場
合

二　

資
本
の
合
計
金
額
の
資
本
及
び
負
債
の
合
計
金
額
に
対
す
る
比
率
が
市
長
が
定
め
る
率
を
下
回
っ
た
場
合

三　

市
長
が
定
め
る
数
以
上
の
事
業
年
度
に
お
い
て
連
続
し
て
経
常
損
失
が
生
じ
た
場
合

４　

市
長
は
、
市
場
に
お
け
る
仲
卸
し
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
仲
卸
業
者
に
対
し
、
当
該
仲
卸
業
者
の
業
務
又
は
会
計
に
関
し
必
要
な
改
善
措
置
を
と

る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

５　

市
長
は
、
市
場
の
業
務
の
適
正
か
つ
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
限
度

に
お
い
て
、
関
連
事
業
者
に
対
し
、
当
該
関
連
事
業
者
の
業
務
又
は
会
計
に
関
し
必
要
な
改
善
措
置
を
と
る
べ
き
旨
を

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
監
督
処
分
）

第
七
十
五
条　

市
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ

く
処
分
若
し
く
は
こ
れ
に
付
し
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
の
中
止
そ
の
他
違
反
を
是
正
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
命
じ
、
又
は
当
該
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

卸
売
業
者　

卸
売
業
務
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
卸
売
の
業
務
の
全
部
若
し
く

は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と

二　

仲
卸
業
者　

仲
卸
業
務
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
仲
卸
し
の
業
務
の
全
部
若
し

く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と

三　

売
買
参
加
者　

売
買
参
加
者
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
市
場
へ
の
入
場
の
停
止
を
命
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ず
る
こ
と

四　

関
連
事
業
者　

関
連
事
業
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
そ
の
関
連
事
業
の
全
部
若
し
く

は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と

五　

第
六
十
四
条
第
二
項
の
許
可
を
受
け
た
者　

同
項
の
許
可
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
以
内

の
期
間
を
定
め
て
市
場
施
設
の
使
用
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と

２　

市
長
は
、
せ
り
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
以
内
の
期

間
を
定
め
て
そ
の
業
務
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
若
し
く
は
こ
れ
に
付
し
た
条
件
に
違

反
し
た
と
き

二　

せ
り
売
に
関
し
て
委
託
者
、
仲
卸
業
者
又
は
売
買
参
加
者
と
通
じ
て
不
当
な
処
置
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
談

合
そ
の
他
の
不
正
行
為
を
さ
せ
た
と
き

三　

そ
の
業
務
に
関
し
て
委
託
者
、
仲
卸
業
者
又
は
売
買
参
加
者
か
ら
金
銭
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
受
け
た
と
き

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
市
場
に
お
い
て
そ
の
業
務
に
公
正
を
欠
く
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き

３　

卸
売
業
者
、
仲
卸
業
者
、
売
買
参
加
者
又
は
関
連
事
業
者
に
つ
い
て
、
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代

理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
こ
の
条
例
若
し
く
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く

規
則
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
若
し
く
は
こ
れ
に
付
し
た
条
件
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
に

対
し
て
六
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
市
場
へ
の
入
場
を
停
止
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
第
一
項
の
規
定

を
適
用
す
る
。

第
七
章　

市
場
運
営
協
議
会
及
び
市
場
取
引
委
員
会

（
市
場
運
営
協
議
会
）

第
七
十
六
条　

市
場
に
お
け
る
業
務
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、
仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
運
営

協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

２　

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
市
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

市
場
の
運
営
に
関
す
る
こ
と

二　

市
場
の
整
備
に
関
す
る
こ
と

３　

協
議
会
は
、
委
員
二
十
名
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

４　

委
員
は
、
卸
売
業
者
、
仲
卸
業
者
、
売
買
参
加
者
そ
の
他
利
害
関
係
者
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市

長
が
委
嘱
す
る
。

５　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。

（
市
場
取
引
委
員
会
）

第
七
十
七
条　

市
場
に
お
け
る
売
買
取
引
に
関
し
必
要
な
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、
市
場
及
び
部
の
区
分
ご
と
に
市

場
取
引
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

２　

委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
市
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

開
場
日
及
び
開
場
の
時
間

二　

卸
売
の
業
務
に
係
る
売
買
取
引
及
び
決
済
の
方
法

三　

卸
売
の
業
務
に
係
る
物
品
の
品
質
管
理
の
方
法
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四　

市
場
関
係
事
業
者
に
関
す
る
事
項

五　

市
場
に
お
け
る
公
正
か
つ
効
率
的
な
売
買
取
引
の
確
保
に
関
す
る
こ
と

３　

委
員
会
の
名
称
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
場
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
部
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
名
称
と
し
、
各
委
員
会
は
、
委
員
十
一
名
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

４　

委
員
は
、
卸
売
業
者
、
仲
卸
業
者
、
売
買
参
加
者
そ
の
他
利
害
関
係
者
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市

長
が
委
嘱
し
、
又
は
任
命
す
る
。

５　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。

第
八
章　

雑
則

（
卸
売
の
業
務
の
代
行
）

第
七
十
八
条　

市
長
は
、
卸
売
業
者
が
そ
の
卸
売
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、

当
該
卸
売
業
者
に
対
し
、
販
売
の
委
託
の
申
込
み
の
あ
っ
た
物
品
に
つ
い
て
他
の
卸
売
業
者
に
当
該
卸
売
の
業
務
を
行

わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２　

市
長
は
、
市
場
に
出
荷
さ
れ
た
物
品
に
つ
い
て
委
託
の
引
受
け
を
す
る
卸
売
業
者
が
い
な
い
と
き
又
は
前
項
の
卸
売

の
業
務
を
他
の
卸
売
業
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
自
ら
卸
売
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
は
、
市
場
に
出
荷
さ
れ
た
物
品
に
つ
い
て
委
託
の
引
受
け
を
す
る
卸
売
業
者
が
不
明
な
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

（
無
許
可
営
業
の
禁
止
）

第
七
十
九
条　

卸
売
業
者
、
仲
卸
業
者
及
び
関
連
事
業
者
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
許
可
を
受
け
た
業
務
を
行
う
場
合
並
び
に
市

長
が
必
要
と
認
め
る
者
が
営
業
行
為
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、
市
場
内
に
お
い
て
は
、
物
品
の
販
売
そ
の
他
の
営
業

行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２　

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、
市
場
か
ら
の
退
去
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
市
場
へ
の
出
入
り
等
に
対
す
る
指
示
）

第
八
十
条　

市
場
へ
の
出
入
り
、
市
場
施
設
の
使
用
並
び
に
物
品
の
搬
入
、
搬
出
及
び
市
場
内
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、
市

長
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
市
場
の
秩
序
の
保
持
等
）

第
八
十
一
条　

市
場
へ
入
場
す
る
者
は
、
市
場
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
公
共
の
利
益
を
害
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

２　

市
長
は
、
市
場
の
秩
序
の
保
持
又
は
公
共
の
利
益
の
保
全
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
場
へ
入

場
す
る
者
に
対
し
、
入
場
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

市
場

部

委
員
会
の
名
称

本
場

水
産
物
部

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
水
産
物
部
取
引
委
員
会

青
果
部

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
青
果
部
取
引
委
員
会

食
肉
市
場

食
肉
部

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
食
肉
部
取
引
委
員
会

花
き
市
場

花
き
部

仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
花
き
部
取
引
委
員
会
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（
許
可
等
の
条
件
）

第
八
十
二
条　

第
十
条
第
七
項
（
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。）
及
び
第
二
十
四
条
第
七
項
（
第
二
十
七
条
第
四
項
及
び
第
二
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は
承
認
に
は
、

条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

第
十
条
第
七
項
及
び
第
二
十
四
条
第
七
項
の
条
件
並
び
に
前
項
の
条
件
は
、
許
可
、
認
可
又
は
承
認
に
係
る
事
項
の

確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
許
可
、
認
可
又
は
承
認
を
受
け
た
者
に
不
当
な

義
務
を
課
す
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
任
）

第
八
十
三
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。

第
九
章　

罰
則

第
八
十
四
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一　

第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
資
料
を
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
同
項
の
報
告
若
し

く
は
資
料
の
提
出
に
つ
い
て
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検

査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

二　

第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
処
分
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
卸
売
市
場
法
及
び
食
品
流
通
構
造
改
善
促
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法

律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
及
び
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
業
務

条
例
（
以
下
「
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
に

よ
る
改
正
後
の
仙
台
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
（
以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。）
中
に
こ
れ
に
相
当
す
る
規

定
が
あ
る
と
き
は
、
改
正
後
の
条
例
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
市
場
運
営
協
議
会
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
条
例
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
仙
台
市
中
央
卸
売
市
場

運
営
協
議
会
の
委
員
で
あ
る
者
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
に
、
改
正
後

の
条
例
第
七
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
の
委
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
市
場
取
引
委
員
会
に
関
す
る
経
過
措
置
）

４　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
条
例
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
市
場
取
引
委
員
会

の
委
員
で
あ
る
者
は
、
施
行
日
に
、
改
正
後
の
条
例
第
七
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
の
委
員
と
し
て
委
嘱

さ
れ
、
又
は
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

５　

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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別
表
（
第
七
十
条
関
係
）

一　

本
場
及
び
花
き
市
場

種
別

金
額

卸
売
業
者
市
場
使
用
料

売
上
高
割
使
用
料

せ
り
売
若
し
く
は
入
札
の
方
法
又
は
相
対
に
よ
る
取
引
の
方

法
に
係
る
金
額
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
千
分
の

三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

面
積
割
使
用
料

売
場
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

　

低
温
売
場�

一
月　

一
、
一
三
五
円

　

そ
の
他
の
売
場�

一
月　
　
　

一
七
二
円

仲
卸
業
者
市
場
使
用
料

売
上
高
割
使
用
料

市
場
内
の
卸
売
業
者
、
仲
卸
業
者
又
は
関
連
事
業
者
以
外
の

者
よ
り
買
い
入
れ
た
物
品
の
販
売
金
額
（
消
費
税
額
等
を
除

く
額
と
す
る
。）
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
千
分

の
三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

面
積
割
使
用
料

売
場
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

�
一
月　

一
、
〇
三
〇
円

関
連
事
業
者
市
場
使
用

料

売
上
高
割
使
用
料

市
場
内
の
卸
売
業
者
、
仲
卸
業
者
又
は
関
連
事
業
者
以
外
の

者
よ
り
買
い
入
れ
た
生
鮮
食
料
品
等
の
販
売
金
額
（
消
費
税

額
等
を
除
く
額
と
す
る
。）
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た

額
に
千
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

面
積
割
使
用
料

使
用
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

�

一
月　

一
、
一
八
八
円

事
務
室
使
用
料

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き�

一
月　

一
、
五
八
四
円

倉
庫
使
用
料

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き�

一
月　
　
　

五
五
四
円

冷
蔵
庫
使
用
料

Ｆ
級

�

一
月　
　
　

六
八
七
、
五
〇
〇
円

Ｃ
級

�

一
月　

一
、
二
五
一
、
八
〇
〇
円

製
氷
施
設
使
用
料

�

一
月　

一
、
一
二
八
、
五
一
九
円

処
理
加
工
所
使
用
料

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き�

一
月　
　
　

七
九
二
円

買
荷
保
管
積
込
所
使
用
料

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

　

低
温
買
荷
保
管
積
込
所�

一
月　
　
　

九
六
四
円

　

そ
の
他
の
買
荷
保
管
積
込
所�

一
月　
　
　

六
三
四
円

配
送
セ
ン
タ
ー
・
加
工
場
使
用
料

�

一
月　

六
、
一
九
〇
、
八
〇
〇
円

福
利
厚
生
施
設
（
体
育
館
）
使
用
料

�

一
月　
　
　

三
一
六
、
八
〇
〇
円

天
然
ガ
ス
ス
タ
ン
ド
使
用
料

�

一
月　
　
　

二
二
六
、
六
〇
〇
円
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土
地
使
用
料

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き�

一
月　
　
　

一
〇
六
円

二　

食
肉
市
場

種
別

金
額

卸
売
業
者
市
場
使
用
料

売
上
高
割
使
用
料

せ
り
売
若
し
く
は
入
札
の
方
法
又
は
相
対
に
よ
る
取
引
の
方

法
に
係
る
金
額
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
に
千
分
の

三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

面
積
割
使
用
料

卸
売
場
施
設
一
式�

一
月　
　
　

三
九
六
、
〇
〇
〇
円

事
務
室
使
用
料

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き�

一
月　

一
、
二
一
〇
円

冷
蔵
庫
使
用
料

甲

�

一
月　

四
、
一
九
七
、
八
〇
九
円

乙

Ｓ
・
Ｆ
級

�

一
月　
　
　

二
三
一
、
〇
〇
〇
円

Ｆ
級

�

一
月　
　
　

二
二
〇
、
〇
〇
〇
円

Ｃ
級

�

一
月　
　
　

五
六
一
、
〇
〇
〇
円

懸
肉
室
使
用
料

�

一
月　

一
、
三
六
一
、
九
〇
五
円

加
工
場
使
用
料

�
一
月　

四
、
六
四
六
、
四
〇
〇
円

食
肉
衛
生
検
査
室
使
用
料

�
一
月　
　
　

三
七
一
、
二
五
〇
円

土
地
使
用
料

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き�
一
月　
　
　
　

七
七
円

理　

由

卸
売
市
場
法
の
改
正
を
考
慮
し
中
央
卸
売
市
場
の
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
等
の
た
め
、
現
行
条
例
を
改
正

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
三
号
議
案

仙
台
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
一
四
、
五
九
一
人
」
を
「
一
四
、
六
〇
八
人
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
四
、
七
七
一
人
」
を
「
四
、

八
一
二
人
」
に
、「
三
四
九
人
」
を
「
三
八
一
人
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
六
、
二
一
三
人
」
を
「
六
、
一
八
九
人
」

に
、「
五
、
七
八
〇
人
」
を
「
五
、
七
六
九
人
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

市
長
の
事
務
部
局
及
び
福
祉
事
務
所
の
職
員
の
定
数
を
増
加
さ
せ
る
と
と
も
に
、
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
等
及
び
学

校
の
職
員
の
定
数
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出

す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
四
号
議
案

市
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

市
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

市
長
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
六
十
五
号
）
別
表
第
一
行
政
職
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員（
以
下「
一
般
職
の
職
員
」と
い
う
。）の
例
」を「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

第
一
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員　

別
表
に
定
め
る
給
料
月
額
に
百
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額

二　

第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
六
十
五
号
）
別

表
第
一
行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
一
般
職
の
職
員
」
と
い
う
。）
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

別
表
中
「
第
三
条
」
の
下
に
「
、
第
四
条
」
を
加
え
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

市
長
及
び
副
市
長
の
地
域
手
当
の
支
給
割
合
を
改
定
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
五
号
議
案

仙
台
市
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
二
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員　

法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
平
均
給
与
額
の
例
に
よ
り
実
施
機
関
が
市
長
と
協
議

し
て
定
め
る
額

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
発
生
し
た
事
故
に
起
因
す
る
公
務
上
の
災
害
（
仙
台

市
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
災
害
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

理　

由

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
改
正
を
考
慮
し
、
給
料
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
補
償
基
礎
額
を
定
め
る
た
め
、
現

行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
六
号
議
案

仙
台
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
印
鑑
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
十
五
歳
未
満
の
者
又
は
成
年
被
後
見
人
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

十
五
歳
未
満
の
者

二　

意
思
能
力
を
有
し
な
い
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）

第
十
三
条
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第

五
号
又
は
第
六
号
」
を
「
前
項
第
四
号
又
は
第
五
号
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

印
鑑
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
範
囲
を
改
め
る
と
と
も
に
、
印
鑑
の
登
録
を
抹
消
す
る
場
合
か
ら
印
鑑

登
録
者
が
後
見
開
始
の
審
判
を
受
け
た
と
き
を
除
く
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ

の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
七
号
議
案

仙
台
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
仙
台
市
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
六
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
、
同
項
第
六
十
二
号
中
「
第
四
条
第
三
項
」
を
「
第
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
十
一
号
と
し
、

同
項
第
六
十
三
号
中
「
第
四
条
第
四
項
」
を
「
第
四
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第

六
十
四
号
を
第
六
十
三
号
と
し
、
第
六
十
五
号
か
ら
第
九
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
条
の
五
第
一
項
第
三
号
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
当
該
共
同
住
宅
等
の
共
用
部
分
に
つ
い
て
設
計
一
次
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
量
等
（
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省

令
第
一
号
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
及
び
同
号
イ
に
規
定
す
る
基
準
一
次

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
二
条
の
七
及
び
第
二
条
の
八
に
お
い
て
同
じ
。）
を
算
出
し
な
い
場
合
」

を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
有
し
な
い
場
合
」
の
下
に
「
又
は
当
該
複
合
建
築
物
の
共
用
部
分
に
つ
い
て
設
計
一
次
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
量
等
を
算
出
し
な
い
場
合
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
場
合
」
の
下
に
「
又
は
当
該
共
同
住
宅
等

の
共
用
部
分
に
つ
い
て
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
を
算
出
し
な
い
場
合
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
有
し
な
い

場
合
」
の
下
に
「
又
は
当
該
複
合
建
築
物
の
共
用
部
分
に
つ
い
て
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
を
算
出
し
な
い
場
合
」

を
加
え
る
。

第
二
条
の
六
第
二
項
中
「（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）」
を
削
る
。

第
二
条
の
七
第
一
項
第
三
号
中
「
係
る
住
宅
部
分
」
の
下
に
「（
当
該
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
の
共
用
部
分
に

つ
い
て
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
を
算
出
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
共
用
部
分
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同

項
第
四
号
中
「
住
宅
部
分
」
の
下
に
「（
当
該
共
同
住
宅
等
の
共
用
部
分
に
つ
い
て
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
を

算
出
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
共
用
部
分
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
の
住
宅
部
分
」
の
下
に
「（
当

該
複
合
建
築
物
の
共
用
部
分
に
つ
い
て
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
を
算
出
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
共
用

部
分
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
住
宅
部
分
」
の
下
に
「（
当
該
共
同
住
宅
等
又
は
複
合
建
築
物
の

共
用
部
分
に
つ
い
て
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
を
算
出
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
共
用
部
分
を
除
く
。）」

を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
住
宅
部
分
」
の
下
に
「（
当
該
共
同
住
宅
等
の
共
用
部
分
に
つ
い
て
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
量
等
を
算
出
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
共
用
部
分
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
の
住
宅
部
分
」

の
下
に
「（
当
該
複
合
建
築
物
の
共
用
部
分
に
つ
い
て
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
を
算
出
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
共
用
部
分
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

第
二
条
の
八
第
一
項
第
五
号
中
「
前
条
第
一
項
の
表
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
認
定
申
請
に
係
る
共
同
住
宅
等
の
住
宅

部
分
」
の
下
に
「（
当
該
共
同
住
宅
等
の
共
用
部
分
に
つ
い
て
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
を
算
出
し
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
共
用
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
前
条
第
一
項
の
表

一
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
認
定
申
請
に
係
る
複
合
建
築
物
の
住
宅
部
分
」
の
下
に
「（
当
該
複
合
建
築
物
の
共
用
部
分
に

つ
い
て
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
を
算
出
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
共
用
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
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お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
住
宅
部
分
」
の
下
に
「（
当
該
共
同
住
宅
等
の
共
用
部
分
に
つ
い

て
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
を
算
出
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
共
用
部
分
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
第

四
号
中
「
の
住
宅
部
分
」
の
下
に
「（
当
該
複
合
建
築
物
の
共
用
部
分
に
つ
い
て
設
計
一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
等
を
算

出
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
共
用
部
分
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

一　

第
二
条
第
一
項
第
六
十
二
号
の
改
正
規
定
及
び
同
項
第
六
十
三
号
の
改
正
規
定　

令
和
二
年
四
月
一
日

二　

第
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）　

市
長
が
定
め
る
日

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
第
二
条
の
五
、
第
二
条
の
七
及
び
第
二
条
の
八
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
後
に
な
さ
れ
た
申
請

に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
な
さ
れ
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

理　

由

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
の
改
正
を
考
慮
し
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
認

定
申
請
手
数
料
等
を
改
定
す
る
と
と
も
に
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
の
改
正
を
考
慮
し
通
知
カ
ー
ド
再
交
付
手
数
料
を
廃
止
す
る
等
の
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が

あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。40



第
三
十
八
号
議
案

仙
台
市
人
と
猫
と
の
共
生
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
人
と
猫
と
の
共
生
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
人
と
猫
と
の
共
生
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
仙
台
市
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
五
号
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
本
文
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
を
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
改
正
を
考
慮
し
、
飼
い
猫
の
繁
殖
制
限
に
係
る
義
務
を
定
め
る
等
の
た
め
、

現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
三
十
九
号
議
案

仙
台
市
食
品
衛
生
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
食
品
衛
生
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
食
品
衛
生
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
削
り
、
第
三
条
を
第
二
条
と
し
、
第
四
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
五
条
を
削
り
、
第
六
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
令
第
八
条
第
一
項
」
を
「
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
八
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
令
」
を
「
食
品
衛
生
法
施
行
令
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
九
条
を
第
七
条
と
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
削
る
。

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
衆
衛
生
上
必
要
な

措
置
に
関
す
る
基
準
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
五
条

の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
第
五

十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
仙
台
市
食
品
衛
生
法
の
施
行
に
関
す
る
条
例
に
定
め
ら
れ
て
い
た
基
準
と
す
る
。

理　

由

食
品
衛
生
法
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
四
十
号
議
案

仙
台
市
公
害
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
公
害
防
止
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条　

仙
台
市
公
害
防
止
条
例
（
平
成
八
年
仙
台
市
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
八
号
中「
第
三
十
五
条
第
一
号
」を「
第
三
十
四
条
の
二
第
二
号
」に
、「
同
条
第
二
号
」を「
同

号
」
に
改
め
る
。

第
二
条　

仙
台
市
公
害
防
止
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
八
号
中
「
及
び
同
号
に
規
定
す
る
喫
茶
店
営
業
」
を
削
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

理　

由

食
品
衛
生
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。45



第
四
十
一
号
議
案

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条　

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
仙
台
市
条
例
第
五
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
十
一
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第

五
十
三
号
）
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、「
認
定
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
」
の
下
に
「（
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
三
十
二
条
に
規
定
す

る
認
定
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、「
同
法
第
三

十
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
」
を
「
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
誘
導
基
準
（
同
法
第
三
十
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
誘
導
基
準
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
に
、「
第
十
三

条
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
定
め
る
床
面
積
」
の
下
に
「（
認
定
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計

画
に
係
る
申
請
建
築
物
（
同
法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
申
請
建
築
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。）
の
床
面
積
の
う
ち
、
当
該
認
定
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
向
上
計
画
に
係
る
申
請
建
築
物
及
び
他
の
建
築

物
（
同
項
に
規
定
す
る
他
の
建
築
物
を
い
う
。）
を
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
誘
導
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の

措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
通
常
の
建
築
物
の
床
面
積
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
令
第
十
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
に
定
め
る
床
面
積
）」
を
加
え
る
。

第
二
条　

仙
台
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
十
一
号
中
「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
七
条
」
に
、「
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
三

十
五
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、「
第
二
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
市
長
が
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
及
び
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法

律
施
行
令
の
改
正
に
伴
い
、
容
積
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
算
定
方
法
を
改
め
る
と
と
も
に
、
所

要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理

由
で
あ
る
。
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第
四
十
二
号
議
案

仙
台
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
八
項
」を「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
」に
改
め
る
。

一　

仙
台
市
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
八
十
七
号
）
第
五
条

二　

仙
台
市
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
七
号
）
第
六
条

三　

仙
台
市
交
通
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
八
号
）
第
七
条

四　

仙
台
市
ガ
ス
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
仙
台
市
条
例
第
三
十
九
号
）
第
六
条

五　

仙
台
市
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
仙
台
市
条
例
第
四
十
号
）
第
七
条

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

地
方
自
治
法
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
四
十
三
号
議
案

仙
台
市
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

仙
台
市
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
仙
台
市
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８　

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
は
、
第
二
項
の
浄
化
槽
管
理
士
に
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
浄
化
槽
の
保
守
点
検

の
業
務
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
す
る
研
修
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

浄
化
槽
法
の
改
正
を
考
慮
し
、
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
が
浄
化
槽
管
理
士
に
研
修
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
四
十
四
号
議
案

仙
台
市
消
防
団
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
消
防
団
員
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
消
防
団
員
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
仙
台
市
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
二
、
四
三
〇
人
」
を
「
二
、
三
四
四
人
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
第
六
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

３　

次
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、第
一
項
の
規
定
に
よ
り
停
職
又
は
免
職
の
処
分
を
受
け
た
非
常
勤
の
消
防
団
員
に
は
、

そ
の
処
分
を
受
け
た
月
の
報
酬
を
支
給
し
な
い
。

第
九
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
休
団
を
し
て
い
る
非
常
勤
の
消
防
団
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
に
次
の
二
項
を
加
え
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

２　

非
常
勤
の
消
防
団
員
は
、
休
団
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
任
命
権
者
に
願
い
出
る
も
の
と
す
る
。

３　

休
団
を
し
て
い
る
非
常
勤
の
消
防
団
員
は
、
職
務
に
復
帰
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
任
命
権
者
に
願
い
出
る
も
の
と

す
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
条　

非
常
勤
の
消
防
団
員
は
、
三
月
以
上
消
防
団
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
任
命
権
者
が
必
要

と
認
め
る
と
き
は
、
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
消
防
団
活
動
の
休
止
（
以
下
「
休
団
」
と
い
う
。）
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２　

休
団
を
し
て
い
る
非
常
勤
の
消
防
団
員
は
、
非
常
勤
の
消
防
団
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
す
る
が
、
職
務
に
従
事
し

な
い
。

３　

第
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
団
を
し
て
い
る
非
常
勤
の
消
防
団
員
に
は
、
そ
の
休
団
の
期
間
中
、
報
酬
を

支
給
し
な
い
。

別
表
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
二
条
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

消
防
団
員
の
定
員
を
改
定
し
、
非
常
勤
の
消
防
団
員
の
休
団
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
停
職
又
は
免

職
の
処
分
を
受
け
た
非
常
勤
の
消
防
団
員
に
対
し
、
そ
の
処
分
を
受
け
た
月
の
報
酬
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
、

現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
四
十
五
号
議
案

仙
台
市
消
防
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
消
防
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
消
防
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
仙
台
市
条
例
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
十
五
の
項
の
ロ
中
「
又
は
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
を
「
、
圧
縮
天
然
ガ
ス
自
動
車
燃
料
装

置
用
容
器
又
は
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
改
正
を
考
慮
し
、
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
係
る
容

器
検
査
又
は
容
器
再
検
査
に
関
す
る
手
数
料
を
定
め
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
四
十
六
号
議
案

仙
台
市
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
仙
台
市
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

（
令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
の
被
災
者
等
の
入
学
者
選
抜
手
数
料
、
入
学
金
及
び
授
業
料
に
関
す
る
特
例
）

６　

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
の
被
災
者
等
の
令
和
二
年
度
に
係
る
入
学
者
選
抜
手
数
料
、
入
学
金
及
び
第
四
条
第
三
項

に
定
め
る
授
業
料
に
つ
い
て
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７　

前
項
の
被
災
者
等
か
ら
令
和
二
年
度
に
係
る
入
学
者
選
抜
手
数
料
、
入
学
金
又
は
第
四
条
第
三
項
に
定
め
る
授
業
料

を
徴
収
し
た
場
合
で
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

令
和
元
年
台
風
第
十
九
号
の
被
災
者
等
の
令
和
二
年
度
に
係
る
入
学
者
選
抜
手
数
料
、
入
学
金
及
び
授
業
料
に
つ
い
て

減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例

案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第
四
十
七
号
議
案

仙
台
市
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

仙
台
市
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

仙
台
市
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
業
務
量
の
適
切
な
管
理
等
）

第
六
条　

教
育
委
員
会
は
、
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
こ
と
に
よ
り
学
校
教
育
の
水
準
の
維
持
向
上
に

資
す
る
た
め
、
教
育
職
員
が
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
そ
れ
以
外
の
時
間
に
お
い
て
行
う
業
務
の
量
の
適
切
な
管
理
そ
の

他
教
育
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
の
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法

第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
針
を
参
考
に
し
て
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
。

附　

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

理　

由

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
改
正
を
考
慮
し
、
教
育
委
員
会
が
教
育

職
員
の
正
規
の
勤
務
時
間
及
び
そ
れ
以
外
の
時
間
に
お
い
て
行
う
業
務
の
量
の
管
理
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
と

と
も
に
、
当
該
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
現
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ

の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
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第 48 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1　工 事 件 名　　仙台市青年文化センター大規模改修工事

2　工事施行場所　　仙台市青葉区旭ケ丘三丁目 6番 1，旭ケ丘四丁目 1番527，801番 1

3 　契約の方法　　一般競争入札

4　契 約 金 額　　金 1,265,000,000円

5 　契約の相手方　　仙台市青葉区上杉一丁目 6番11号

　　　　　　　　　　大林組・阿部和工務店・深松組共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　東京都港区港南二丁目15番 2 号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社大林組

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区上杉一丁目17番18号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社阿部和工務店

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区北山一丁目 2番15号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社深松組
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第 49 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1　工 事 件 名　　仙台市青年文化センター大規模改修電気設備工事（強電）

2　工事施行場所　　仙台市青葉区旭ケ丘三丁目 6番 1，旭ケ丘四丁目 1番527，801番 1

3 　契約の方法　　一般競争入札

4　契 約 金 額　　金 520,080,000円

5 　契約の相手方　　仙台市若林区卸町東一丁目 4番23号

　　　　　　　　　　太平電気 ･産電工業共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市若林区卸町東一丁目 4番23号

　　　　　　　　　　　　　　　太平電気株式会社

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市泉区八乙女中央一丁目 6番 7号

　　　　　　　　　　　　　　　産電工業株式会社
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第 50 号議案

工事請負契約の締結に関する件

工事請負契約を次のとおり締結することにつき，議会の議決に付すべき契約に関する条例第 2

条の規定により，議決を求める。

1　工 事 件 名　　仙台市青年文化センター大規模改修空気調和設備工事

2　工事施行場所　　仙台市青葉区旭ケ丘三丁目 6番 1，旭ケ丘四丁目 1番527，801番 1

3 　契約の方法　　一般競争入札

4　契 約 金 額　　金 557,700,000円

5 　契約の相手方　　仙台市青葉区昭和町 6番10号

　　　　　　　　　　本山振興 ･北栄工業所共同企業体

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区昭和町 6番10号

　　　　　　　　　　　　　　　本山振興株式会社

　　　　　　　　　　　構成員　仙台市青葉区国見三丁目 3番17号

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社北栄工業所
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第 51 号議案

指定管理者の指定に関する件

次の施設の指定管理者を指定することにつき，地方自治法第244条の 2第 6 項の規定により，

議決を求める。

施設の名称 指 定 す る 団 体 指定の期間

仙台市若林障害者福祉
センター

仙台市青葉区五橋二丁目12番 2 号
社会福祉法人仙台市障害者福祉協会

令和 2年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで
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第 52 号議案

包括外部監査契約の締結に関する件

包括外部監査契約を次のとおり締結することにつき，地方自治法第252条の36第 1 項の規定に

より，議決を求める。

1　契 約 の 内 容　　当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告

2　契約の期間の始期　　令和 2年 4月 1日

3　契　約　金　額　　15,000,000円を上限とする額

4　費用の支払方法　　�契約の期間における最後の監査の結果に関する報告の提出後に一括払

とする。ただし，相手方から請求があり，必要と認められる場合は，

概算払をすることができる。

5　契 約 の 相 手 方　　

公認会計士　成田　孝行
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第 53 号議案

字の区域の変更に関する件

本市の字の区域を次のとおり変更することにつき，地方自治法第260条第 1項の規定により，

議決を求める。

区域を変更する

字　　　　　名

左　の　区　域　に　編　入　さ　れ　る　区　域

字　　名 地 　 　 　 　 　 　 　 番

岡田字新浜中通 岡田字新浜西通 147の一部，148，149の 1 から149の 5 まで，150，151の 1 ，

151の 2 ，152の 1 から152の 3 まで，153から155まで，

156の 1 から156の 3 まで，157の 1 ，157の 2，158の 1 ，

158の 2 の一部，160の 2 の一部，160の 3 の一部，195

の一部，197の一部，200，201の一部，727

荒浜字五枚下り 6 の一部， 7 の一部， 8 の 1 の一部， 8 の 2 の一部，

9の 1 の一部， 9の 2 の一部，10の 1 の一部，10の 2

の一部，11の 1 から11の 3 までの各一部，12の 1 から

12の 3 までの各一部，13の 1 から13の 3 までの各一部，

14の 1 の一部，14の 2 の一部，15の 1 の一部，15の 2

の一部，16の 1 の一部，16の 2 の一部，38の一部，39

の一部，40，42の一部

岡田字新浜東通 岡田字新浜中通 129の 1 ，191の 2 の一部，206の 2 ，207の 2 の一部

荒浜字七十刈 1， 2 の 1， 2 の 2， 3 の 1， 3 の 2， 5， 6 の 1 か

ら 6 の 4 まで， 7 の 1 の一部， 7の 2 の一部， 8の 1

の一部， 8の 2の一部， 9の 1の一部， 9の 2の一部，

10の 1 の一部，10の 2 の一部，11の一部，12の一部，

44の 1 の一部，45の一部，46，47，48の一部，49，50

から52までの各一部

荒 井 字 揚 場 荒井字大谷地 67の一部

荒井字中新田 1の一部，31の一部，32の一部，34の一部，36の一部，

42の一部，44の一部及びこれらの区域に介在する水路

である国有地の全部

荒 井 字 東 59の 1 の一部，118の一部，125の一部，128の一部，

129，130，131の一部

荒井字梅ノ木 長喜城字宮前 57の一部，97の一部
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荒井字大沼東 荒井字軽石田 166の 2

荒井字大谷地 荒井字大沼上 63の一部，64，68，69の一部

荒井字切新田 76，77の一部

荒井字中新田 2から 4までの各一部，31の一部，32の一部，35の一部，

48の 1 の一部，48の 2 の一部，49

荒 井 字 川 田 荒井字赤沼南 31，32の一部

荒井字大谷地 59の一部

荒 井 字 東 41の一部，42の 1 の一部，42の 2 の一部，110の一部

荒井字川戸東 荒井字軽石田 186の 1

荒井字笹屋敷 荒井字川戸東 168

荒井字笹屋敷西 荒井字神屋敷北 62の 3 の一部，62の 4 の一部，63の 2 の一部，64の 2

の一部，65の 3 の一部，65の 4 の一部，66の 2 の一部，

67の 2 の一部，76の一部，82の一部，84の一部，88の

1 の一部，89の一部

荒井字五才北 41の 1 ，42，43の 1 ，47の 1 ，47の 3 ，48の 1 ，50の 1 ，

52から54まで，55の 1 ，55の 2 ，58の 1 ，61の 1 ，62

の 1 ，71の 1 ，71の 2 ，71の 4 ，72の 1 ，79の 1 ，80，

88の 1 ，91，92，93の 1 ，94の 1 ，100の 1 ，104の 1 ，

105から107まで，112の 1 ，113の 1 ，123の 1 及びこれ

らの区域に隣接する水路である公有地の全部

荒井字笹屋敷 1の 3から 1の 5まで，13の 3 ，13の 4 ，14の 2 ，14の 3 ，

15の 3 から15の 5 まで，16の 3 から16の 5 まで，17の 1 ，

17の 3 から17の 6 まで，28の 2 ，29の 2 ，215の 3 から

215の 6 までの各一部，219の 5 から219の 8 までの各一

部，225から227までの各一部，228，229の 1 の一部及

びこれらの区域に介在する道路である公有地の全部

荒 井 字 細 沼 97の 3 から97の 7 まで，116の 4 から116の 8 まで，117

の 3 ，117の 5 から117の 8 まで，123の 3 から123の 7

まで，124の 2 ，124の 4 から124の 7 まで，125の 2 ，

125の 4 から125の 7 まで，126の 2 から126の 6 まで，

138の 2 ，138の 3 ，139の 2 ，139の 4 ，139の 5 ，140

の 3 ，140の 5 ，140の 6 ，142の 2 ，142の 3 ，143の 3

から143の 5 まで，156の 2 ，157の 1 ，157の 5 ，162の

3 ，162の 5 ，163の 4 ，163の 5 及びこれらの区域に隣

接介在する道路，水路である国有地，公有地の全部
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荒井字笹屋敷南 荒井字笹屋敷西 57，75の一部

荒井字養賢堂 14の 2 の一部，15から17まで，54，55，56の 2 の一部

荒井字瀬戸川北 荒井字切新田 13の 9 ，43の 4 ，84の一部，91の 1

荒井字四ツ谷東 61から64まで，79から82まで

荒井字中新田 荒井字矢取東 117の一部，118の一部

荒井字四ツ谷西 1 の一部， 2 の一部， 3 の 1 の一部， 3 の 2 の一部，

70の一部，71の 2 の一部

荒井字沼前八丁堀 荒井字大沼上 43の一部，44の一部，45の 1 の一部，45の 2 の一部，

63の一部，72の一部，74の一部

荒 井 字 東 荒 井 字 揚 場 20の一部，21の一部，22の 1 から22の 3 までの各一部，

54から56までの各一部

荒井字大谷地 58の一部，65の一部，67の一部

荒 井 字 川 田 84から86までの各一部

荒井字藤田西 荒井字北遠十丁 15，15の 1 ，16の 2 の一部，59の 2 ，60，61，61の 1 ，

62から64まで，65の 1 から65の 4 まで，66，67の 1 か

ら67の 4 まで，68，69の 1 から69の 4 まで，70から76

まで及びこれらの区域に隣接介在する道路，水路であ

る公有地の全部

荒井字前谷地 1から 5まで及びこれらの区域に隣接する道路，水路

である公有地の全部

荒 井 字 平 掘 荒井字浜田東 59の一部

荒井字南田中 荒 井 字 松 岡 73の 2 の一部，82の一部，83の一部

荒井字矢取東 荒 井 字 揚 場 33の 1 の一部，33の 2 の一部，34の 1 から34の 3 まで

の各一部，35の 1 の一部，35の 2 の一部，36の一部，

37の 1 から37の 3 までの各一部，38の一部，39の 1 の

一部，39の 2 の一部，40の 1 の一部，40の 2 の一部，

43の 1 から43の 3 までの各一部，64から66までの各一

部，68の一部，85の一部，86の一部

荒井字四ツ谷西 1の一部，18の 2 の一部，19の 1 から19の 3 まで，20，

21の 1 から21の 3 まで，22，71の 2 の一部，72の一部，

73の一部，86の一部

荒井字養賢堂 荒井字笹屋敷南 176の 2 ，176の 3 から176の 5 までの各一部，177，178

の 1 ，179，180の一部，181の一部

荒井字富岡内 67，69の一部，70の 1 ，70の 3

荒井字四ツ谷西 荒井字中新田 38から40までの各一部
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荒井字矢取東 117の一部

荒井字四ツ谷南 荒井字瀬戸川北 44の一部，49の一部

荒 浜 字 石 場 荒 浜 字 大 堀 94の一部，96

荒浜字一本杉北 荒浜字一本杉 1の一部， 2の 1 から 2 の 3 までの各一部， 3の 1 の

一部， 3 の 2 の一部， 4 の 1 の一部， 4 の 2 の一部，

5の 1の一部，5の 2の一部，6の一部，7の 1の一部，

7の 2 の一部， 8の 1 の一部， 8の 2 の一部， 9の 1

の一部， 9の 2の一部

荒浜字北長沼 荒 浜 字 大 堀 95の 1

荒 浜 字 狐 塚 荒浜字七十刈 29の 2 の一部，30の 2 の一部，31の 3 の一部，31の 4

の一部，32の 4 から32の 6 までの各一部，33の 2 の一

部，34の 2 の一部，35の 3 の一部，35の 4 の一部，36

の 3 の一部，36の 4 の一部，42の 4 ，42の 7 ，43の 3 ，

43の 4 ，59から61までの各一部，62の 1 ，62の 3

荒浜字五枚下り 岡田字新浜西通 158の 2 の一部，160の 2 の一部，160の 3 の一部，161

の 1 の一部，161の 2 の一部，162の一部，163の一部，

164，165，198の一部，199の一部，201の一部，701の一部，

708の一部

荒浜字新田東 荒浜字山路裏 119の 2 ，140の一部，141の一部

荒 浜 字 道 場 荒浜字五枚下り 42の一部，45の一部，46の一部

荒浜字七十刈 岡田字新浜中通 151の 1 ，191の 2 の一部，207の 2 の一部

岡田字新浜東通 150から152まで，153の 1 ，153の 2 ，154，199の一部，

200

荒浜字南長沼 荒浜字一本杉 41，43の一部，45，48の 2 の一部，50の一部

荒浜字一本杉北 42，44の一部，49，51の一部，53

荒浜字新堀端 荒浜字北長沼114の 1 ，114の 2 ，117の 1 ，117の 2 ，

130及び同字北沼向48の 3 ，111の 2 ，112，113に隣接

する道路である公有地の全部

荒 浜 字 大 学 53，67の一部

荒浜字南沼向 全部

霞目字稲荷堂 荒井字十呂盤 46の 2 の一部，47の 2 の一部，81の 2 ，84の 1 の一部，

89の一部，90から93までの各一部

荒 井 字 松 岡 1の 3の一部，35の 3 の一部，74の 3 の一部，75の一部，

76の一部
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霞 目 字 田 中 1の 1 の一部， 1 の 3 の一部， 2 の 3， 2 の 4， 3 の

4 から 3の 6まで， 4の 2， 5 の 3， 5 の 4， 6 の 3，

6 の 4， 7 の 3， 7 の 4， 8 の 2， 9 の 3， 9 の 4，

10の 2 ，11の 3 ，11の 4 ，12の 3 ，12の 4 ，13の 3 ，

13の 4 ，14の 2 ，29，32の一部

霞 目 字 南 68の一部

霞 目 字 田 中 荒 井 字 松 岡 35の 5 ，35の 6 の一部，36の 2 の一部，36の 3 ，77の一部，

80の一部，81の一部

霞 目 字 谷 風 霞目字稲荷堂 181の一部

長喜城字宮前 97の一部

霞 目 字 南 霞 目 字 田 中 30

霞目字八瀬川 霞目字稲荷堂 128の 2 の一部，181の一部，184の一部，185の一部

長喜城字宮浦 長喜城字宮前 29の 2 ，29の 3 ，30の 3 ，30の 4 ，31の 1 の一部，31の 2 ，

32の一部，33の 3 ，33の 4

長喜城字宮前 荒井字遠藤西 157の 5 の一部，204から207までの各一部

荒井字十呂盤 11の 2 の一部，82の一部，83の一部

長喜城字山神 40

備考　地番は平成31年 4 月17日現在のもの
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第 54 号議案

市道路線の認定に関する件

市道の路線を次のとおり認定することにつき，道路法第 8条第 2項の規定により，議決を求め

る。

路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　点

三 神 峯 二 丁 目 5 号 線 仙台市太白区金剛沢一丁目18番 2
　　　同　　三神峯二丁目360番 1
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第 55 号議案

仙台市副市長の選任に関する件

仙台市副市長藤本章は令和 2年 3月31日に任期を満了するので，別紙の者をその後任に選任す

ることにつき，地方自治法第162条の規定により，同意を求める。

79

※上記別紙の者は，藤本章



第 56 号議案

仙台市固定資産評価審査委員会の委員の選任に関する件

仙台市固定資産評価審査委員会の委員福田治，須藤信行及び荒井美佐子は令和 2年 3月31日に

任期を満了するので，別紙の者を後任の委員に選任することにつき，地方税法第423条第 3項の

規定により，同意を求める。
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※上記別紙の者は，須藤信行，荒井美佐子及び岡義彦



第 57 号議案

人権擁護委員候補者の推薦に関する件

別紙の者を人権擁護委員候補者に推薦することにつき，人権擁護委員法第 6条第 3項の規定に

より，意見を求める。
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※上記別紙の者は，白鳥裕子，髙橋智男，堀江謙一，渡邊眞弓，渡邉大助，鹿田明敬，
　西山敦子，齋藤信一及び時準雄


